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3.2 社会的状況 

3.2.1 人口及び産業の状況 

（1）人口の状況 

菊陽町及び合志市の令和 3～7 年の人口及び世帯数の推移は、表 3.2-1 に示すとおりであ

り、過去 5 年間の人口推移を見ると、いずれも増加傾向にある。 

令和 7 年 3 月末での人口は、菊陽町が 43,846 人、合志市が 65,227 人となっている。 

 

表 3.2-1 人口及び世帯数の推移 

市町 項目 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 

菊陽町 世帯数 18,279 18,663 18,992 19,369 19,725 

人 

口 

男女計 42,899 43,449 43,673 43,811 43,846 

男 21,057 21,332 21,506 21,646 21,730 

女 21,842 22,117 22,167 22,165 22,116 

世帯当たりの人員 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 

合志市 世帯数 25,204 25,616 26,122 26,475 26,947 

人 

口 

男女計 63,189 63,841 64,453 64,787 65,227 

男 30,528 30,873 31,222 31,429 31,695 

女 32,661 32,968 33,231 33,358 33,532 

世帯当たりの人員 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 

注）各年 3 月末現在の値を示す。 

出典：「菊陽町の人口・世帯数（行政区ごと）（令和 3～7 年）」（令和 8 年 3 月閲覧、菊陽町 HP） 

「世帯・人口・統計（令和 3～7 年）」（令和 8 年 3 月閲覧、合志市 HP） 
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（2）産業の状況 

① 産業構造及び産業配置 

菊陽町及び合志市の令和 2 年における産業別就業者数は、表 3.2-2 に示すとおりであ

り、部門別では第三次産業の就業者数が多く、大分類別では第二次産業の製造業の占める

割合が多い。 

 

表 3.2-2 産業別就業者数（令和 2 年） 

部門 大分類 
菊陽町 合志市 

人 % 人 % 

第一次産業 農業、林業 873 4.2 1,212 4.3 

漁業 2 0.0 1 0.0 

第二次産業 鉱業、採石業、砂利採取業 1 0.0 2 0.0 

建設業 1,400 6.7 2,198 7.8 

製造業 5,051 24.2 5,288 18.8 

第三次産業 電気・ガス・熱供給・水道業 78 0.4 84 0.3 

情報通信業 330 1.6 396 1.4 

運輸業、郵便業 763 3.6 905 3.2 

卸売業、小売業 2,796 13.4 3,881 13.8 

金融業、保険業 309 1.5 496 1.8 

不動産業、物品賃貸業 315 1.5 419 1.5 

学術研究、専門・技術サービス業 569 2.7 924 3.3 

宿泊業、飲食サービス業 828 4.0 1,208 4.3 

生活関連サービス業、娯楽業 673 3.2 872 3.1 

教育、学習支援業 1,092 5.2 1,604 5.7 

医療、福祉 3,238 15.5 5,074 18.0 

複合サービス事業 245 1.2 321 1.1 

サービス業（他に分類不能） 1,106 5.3 1,426 5.1 

公 務 ( 他に分類されるものを除

く。) 
825 3.9 1,324 4.7 

分類不能の産業 416 2.0 525 1.9 

総数 20,910 100 28,160 100 

注）四捨五入の関係で、各項目の和と総数が一致しないことがある。 

出典：「令和 2 年国勢調査 就業状態等基本集計 産業(大分類)、男女別 15 歳以上就業者数及び産業別割

合（菊陽町、合志市）」（令和 8 年 3 月閲覧、総務省 HP） 
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② 生産量及び生産額 

ア．農業 

菊陽町及び合志市における令和 5 年の農業産出額は、表 3.2-3 に示すとおりであり、菊

陽町では野菜の産出額が、合志市では乳用牛や野菜の産出額が多い。 

 

表 3.2-3 農業産出額（令和 5 年） 

種別 
農業産出額（1,000 万円） 

菊陽町 合志市 

耕種 

米 10 25 

麦類 1 2 

雑穀 － 1 

豆類 1 2 

いも類 16 9 

野菜 209 255 

果実 4 10 

花き × 203 

工芸農作物 10 34 

 茶 5 × 

その他作物 × 3 

小計（ア） 259 542 

畜産 

肉用牛 69 116 

乳用牛 31 314 

 生乳 29 282 

豚 × × 

鶏 22 8 

 
鶏卵 × × 

ブロイラー － － 

その他畜産物 × × 

小計（イ） 185 481 

加工農産物（ウ） 3 7 

農業産出額 合計（ア＋イ＋ウ） 447 1,030 

注）1．四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しないことがある。 

2．「0」は単位に満たないもの、「－」は事実のないもの、「×」は非公表を示す。 

3．全体（計）からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本

来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「×」表示としている。 

出典：「令和 5 年市町村別農業産出額（推計）」（令和 7 年 3 月、農林水産省） 
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イ．林業 

菊陽町及び合志市における令和 5 年度の所有形態別林野面積は、表 3.2-4 に示すとおり

であり、菊陽町ではすべてが私有林である。 

 

表 3.2-4 所有形態別林野面積（令和 5 年度） 

区分 
林野面積（ha） 

菊陽町 合志市 

国有林 － 26.00 

民有林 

県有林 － 0.62 

市町村有林 － 9.42 

私有林 278.30 438.54 

出典：「熊本県林業統計要覧(令和 5 年度(2023 年度)版)」（令和 7 年 6 月、熊本県

農林水産部） 

 

ウ．商業 

菊陽町及び合志市における令和 3 年の年間商品販売額は、表 3.2-5 に示すとおりであ

り、菊陽町では合計約 1,500 億円、合志市では合計約 853 億円となっている。 

 

表 3.2-5 年間商品販売額（令和 3 年） 

産業分野 内容 菊陽町 合志市 

卸売業 

事業所数（箇所） 82 62 

従業者数（人） 673 515 

年間商品販売額（百万円） 53,753 54,396 

小売業 

事業所数（箇所） 348 228 

従業者数（人） 3,782 1,979 

年間商品販売額（百万円） 96,221 30,923 

合計 

事業所数（箇所） 430 290 

従業者数（人） 4,455 2,494 

年間商品販売額（百万円） 149,973 85,320 

出典：「令和 3 年経済センサス-活動調査結果」（令和 5 年 6 月、総務省・経済産業省） 

 

エ．工業 

菊陽町及び合志市における令和 3 年の年間製造業品出荷額は、表 3.2-6 に示すとおりで

あり、菊陽町で約 1,704 億円、合志市で約 4,047 億円となっている。 

 

表 3.2-6 年間製造品出荷額（令和 3 年） 

産業分類 
金額（百万円） 

菊陽町 合志市 

製造業計 170,400 404,748 

出典：「令和 3 年経済センサス-活動調査結果」（令和 5 年 6 月、総務省・経済産業省）  
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3.2.2 土地利用の状況 

菊陽町及び合志市における土地利用の状況は、表 3.2-7 に示すとおりであり、田、畑及び

宅地の比率が高くなっている。「国土数値情報（土地利用細分メッシュ）」に基づく土地利用図

は図 3.2-1 に示すとおりである。 

 

表 3.2-7 土地利用の状況（令和 5 年） 

土地地目 
菊陽町 合志市 

面積（m2） 比率（％） 面積（m2） 比率（％） 

田 7,507,237 27.9 7,265,243 18.8 

畑 7,412,488 27.5 13,871,216 36.0 

宅地 7,036,561 26.1 10,656,645 27.6 

鉱泉地 0 0.0 159 0.0 

山林 3,020,249 11.2 4,822,198 12.5 

原野 34,078 0.1 3,543 0.0 

雑種地 1,902,153 7.1 1,943,724 5.0 

合計 26,912,766 100.0 38,562,728 100.0 

注）四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しないことがある。 

出典：「令和 7 年（2025 年）熊本県統計年鑑 01-13 市町村別地目別土地面積（平成

31～令和 5 年）（令和 8 年 2 月、熊本県） 

 

対象事業実施区域及びその周辺には、図 3.2-2 に示す地域森林計画対象民有林、図 3.2-3

に示す農業地域及び農用地区域がある。 

用途地域の指定状況は図 3.2-4 のとおりである。 
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図 3.2-1 土地利用図 

「国土数値情報（土地利用細分メッシュ）」（令
和 8 年 3 月閲覧、国土交通省 HP）より作成 
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「国土数値情報（森林地域）」（令和 8 年 3 月閲
覧、国土交通省 HP）より作成 

図 3.2-2 地域森林計画対象民有林 



3-74 

（97） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「国土数値情報（農業地域）」（令和 8 年 3 月閲
覧、国土交通省 HP） 

図 3.2-3 農業地域及び農用地区域 
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図 3.2-4 用途地域の指定状況 

「国土数値情報（用途地域）」（令和 8 年 3 月閲
覧、国土交通省 HP）より作成 
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3.2.3 河川の利用及び地下水の利用の状況 

（1）河川の利用状況 

① 河川の水利用 

対象事業実施区域の南側を流れる白川は、農業用水として約 7,200ha の耕地の灌漑に利

用されている。農業用水への利用は取水堰から行われており、この水利権は中上流で慣行

水利権となっている。その概要は表 3.2-8 及び図 3.2-5 に示すとおりである。 

おおきく土地改良区への聞き取り調査によると、例年 5 月から 10 月末までの灌漑期にお

いては 1 級河川白川からの取水口（上井手頭頭首工：大津町瀬田）を開閉し、上井手を通

じて対象事業実施区域内の用水路から耕作地に水を供給している状況である。 

一方、非灌漑期（11 月から 3 月までの期間）については、県、町及び土地改良区の水路

工事等に伴って水止めや減水等の調整により水が流れない用水路もあるが、特に影響がな

い用水路については少量の水を流している箇所もある。 

また、年間を通じて営農の一環で取水できるように令和 4 年 12 月に慣行水利権を届出

し、非灌漑期においても、防災・生活用水・営農のための湛水及び水路の維持管理も考慮

して水の管理及び調整がなされている状況である。 

 

表 3.2-8 白川における水利用状況（対象事業実施区域及びその周辺抜粋） 

施設名 上井手用水 下井手用水 馬場楠井手用水 

施設の管理者 おおきく土地改良区 おおきく土地改良区 馬場楠堰土地改良区 

施設の所在地 大津町 大津町 菊陽町・熊本市 

供用開始年 1637 年 1618 年 1608 年 

現在のかんがい面積 390ha 430ha 160ha 

施設の特徴 

河岸段丘の地形の縁

に沿うように設けら

れている。洪水時の

過剰な水が用水路に

流れ込むのを防ぐた

めに、流量調節のた

めの井樋と余水吐が

設置された。 

河岸段丘の地形の縁

に沿うように設けら

れている。洪水時の

過剰な水が用水路に

流れ込むのを防ぐた

めに、流量調節のた

めの井樋と余水吐が

設置された。 

岩山をくりぬいた区

間で「鼻ぐり」と呼

ばれる土砂の堆積を

抑制する独特な工夫

がなされている。 

出典：「世界かんがい施設遺産に登録されました」（令和 8 年 3 月閲覧、熊本市 HP） 
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出典：「白川水系河川整備計画（変更）」（令和 2 年 1 月、国土交通省九州地方整備局 熊本県） 

図 3.2-5 白川における堰、用水路、かんがい範囲（対象事業実施区域及びその周辺抜粋） 

 

② 上水道 

菊陽町及び合志市における水道の整備状況は表 3.2-9 に示すとおりである。菊陽町にお

ける上水道は、一部地域を除き大津菊陽水道企業団から供給されている。 

 

表 3.2-9 水道の整備状況 

市町 区分 箇所数 

計画給水

人口 

確認時 

給水人口 

現在給水

人口 
普及率 

（人） （人） （人） （％） 

菊陽町 合計 6 48,204 0 44,810 

100.9 

上水道 1 46,153 0 44,399 

簡易水道 0 0 0 0 

専用水道 
自己水源 3 － 2,051 411 

自己水源以外 2 － 1,299 659 

合志市 合計 9 78,240 0 68,790 

108.2 

上水道 1 70,740 0 64,233 

簡易水道 0 0 0 0 

専用水道 
自己水源 8 － 7,500 4,557 

自己水源以外 0 － 0 0 

出典：「熊本県の水道（令和 6 年 3 月 31 日現在）」（令和 7 年 12 月、熊本県環境生活部環境局環境保全課） 
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菊陽町及び合志市における上水道は地下水で賄われており、対象事業実施区域及びその

周辺の水道水源及び配水池の概要を表 3.2-10、位置図を図 3.2-6 に示す。 

 

表 3.2-10 対象事業実施区域及びその周辺の水道水源及び配水池の概要 

図中 

番号 
市町 水道水源 水源種別 

計画取水量 

配水池容量 

1 菊陽町 南沖野第 1 水源地 地下水 2,330m3/日 

2 南沖野第 2 水源地 地下水 1,180m3/日 

3 沖野第 1 水源地 地下水 1,600m3/日 

4 沖野第 2 水源地 地下水 1,450m3/日 

5 堀川水源地 地下水 360m3/日 

6 柳水第 1 水源地 地下水 1,100m3/日 

7 柳水第 2 水源地 地下水 1,100m3/日 

8 柳水第 3 水源地 地下水 1,100m3/日 

9 大堀木第 1 水源地 地下水 1,330m3/日 

10 大堀木第 2 水源地 地下水 1,330m3/日 

11 南沖野配水池 － 2,000m3 

12 沖野配水池 － 2,000m3 

13 堀川配水池 － 380m3 

14 柳水配水池 － 940m3 

15 木堀木配水池 － 3,200m3 

16 合志市 竹迫第 3 水源 地下水 780m3/日 

17 竹迫第 4 水源 地下水 780m3/日 

18 竹迫第 5 水源 地下水 930m3/日 

19 竹迫第 6 水源 地下水 1,000m3/日 

20 竹迫第 1 配水池 － 2,000m3 

21 竹迫第 2 配水池 － 950m3 

注）図中番号は、図 3.2-6 に対応する。 

出典：「大津菊陽水道企業団新水道ビジョン」（平成 28 年 3 月改定、大津菊陽水道企業団） 

「合志市水道ビジョン Ver.2」（平成 25 年 12 月、合志市役所水道局上下水道課） 
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注）図中の番号は、表 3.2-10 に対応する。 

  
図 3.2-6 対象事業実施区域及びその周辺の水道水源及び配水池 

「大津菊陽水道企業団新水道ビジョン」（平成
28 年 3 月改定、大津菊陽水道企業団） 
「合志市水道ビジョン Ver.2」（平成 25 年 12
月、合志市役所水道局上下水道課）より作成 
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③ 漁業区域の状況 

対象事業実施区域及びその周辺における漁業権（内水面）は、表 3.2-11 及び図 3.2-7

に示すとおりであり、白川に内水面共同漁業権が設定されている。 

 

表 3.2-11 内水面共同漁業権の設定状況 

河川名 
漁業権者

の名称 

漁場 

番号 
漁業権類 漁業の名称 漁場の区域（白川本流部） 

白川 
白川漁業 

協同組合 

内共 

第 2 号 

第 5 種 

共同漁業 

あゆ 

こい 

ふな 

うなぎ 

おいかわ（はえ） 

やまめ 

もくずがに 

熊本市東区新南部小磧橋から 

上流の阿蘇郡南阿蘇村大字河

陽河原田堰まで 

注）第 5 種：内水面（河川・湖沼）で営む漁業。 

出典：「熊本県の水産」（令和 7 年 6 月、熊本県農林水産部） 
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図 3.2-7 内水面共同漁業権の設定状況 

「国土数値情報（河川データ）」（令和 8 年 3 月
閲覧、国土交通省 HP） 
「熊本県の水産」（令和 7 年 6 月、熊本県農林水
産部）より作成 
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（2）地下水の利用状況 

熊本県では、熊本県地下水保全条例に基づき、熊本地域を重点地域に、熊本周辺、八代、

玉名・有明、天草の 4 地域を指定地域に指定し、吐出口の断面積が一定規模を超える揚水設

備（井戸ポンプ）又は自噴井戸（重点地域内に所在するものに限る。）で地下水を採取する

場合は、熊本県知事の許可又は届出を行うとともに、毎年 1 回採取量の報告が必要となって

いる。菊陽町及び合志市は、本条例の重点地域に該当する。 

令和 5 年度の菊陽町及び合志市の用途別地下水採取量は、表 3.2-12 に示すとおりであ

る。 

 

表 3.2-12 地下水採取量用途別集計（令和 5 年度） 

市町 用途 農業 
水産 

養殖 
工業 建築物 水道 

家庭 

その他 
合計 

菊陽町 井戸数 

（本） 
47 0 39 30 14 2 132 

採取量 

（m3） 
830,011 0 4,443,020 538,161 4,693,685 565 10,505,442 

合志市 井戸数 

（本） 
124 0 32 28 29 5 218 

採取量 

（m3） 
1,782,604 0 4,256,411 709,308 7,768,552 4,743 14,521,618 

出典：「令和 5 年度地下水採取量（指定地域別）」（令和 8 年 3 月閲覧、熊本県 HP） 
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3.2.4 交通の状況 

（1）道路 

対象事業実施区域及びその周辺における主要な道路及び交通量の状況は、表 3.2-13 及び

図 3.2-8 に示すとおりである。主要な道路としては、一般国道 57 号、一般国道 443 号、県

道熊本菊陽線等がある。 

 

表 3.2-13 対象事業実施区域及びその周辺の主要な道路及び交通量の状況（令和 3 年度） 

図中

番号 

道路 

種別 
路線名 観測地点地名 

昼間 12 時間 

自動車類 

交通量（台） 

昼間 12 時間 

大型車混入率 

（％） 

1 

一般国道 

一般国道 57 号 菊池郡菊陽町津久礼 22,256 6.2 

2 

一般国道 443 号 

菊池郡菊陽町久保田 12,404 7.4 

3 － 12,692 9.3 

4 菊池郡菊陽町辛川 8,719 17.8 

5 

主要地方道 

大津植木線 
菊池郡菊陽町原水 12,581 10.9 

6 合志市福原 3,153 11.9 

7 熊本大津線 合志市幾久富 16,612 7.2 

8 熊本益城大津線 － 11,133 16.8 

9 

県道 

熊本菊陽線 菊池郡菊陽町原水 8,169 3.0 

10 瀬田竜田線 菊池郡菊陽町久保田 3,922 5.0 

11 
新山原水線 

－ 2,128 3.9 

12 菊池郡菊陽町原水 3,896 3.4 

13 

辛川鹿本線 

－ 2,128 3.9 

14 － 5,312 5.8 

15 合志市福原 7,365 9.2 

16 曲手原水線 － 10,173 8.7 

17 
住吉熊本線 

－ 15,847 7.1 

18 菊池市泗水町住吉 3,605 11.5 

19 大津西合志線 合志市竹迫 12,083 11.4 

注）1．図中番号は、図 3.2-8 に対応する。 

2．昼間 12 時間自動車類交通量は、平日の 7～19 時に測定した往復交通量（小型車＋大型車）であ

る。 

3．交通量の斜体は、交通量観測を実施した区間の交通量と平成 27 年度の調査結果を用いて推定した

値を示す。 

出典：「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査」（令和 5 年、国土交通省） 
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注）図中の番号は、表 3.2-13 に対応する。 

  
図 3.2-8 主要な道路及び交通量観測地点 

「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査」（令
和 5 年、国土交通省） 
「菊陽町都市計画マスタープラン」（令和 3 年 3
月、菊陽町） 
「合志市都市計画マスタープラン」（令和 2 年 4
月、合志市）より作成 



3-85 

（108） 

（2）鉄道 

対象事業実施区域及びその周辺においては、図 3.2-9 に示すとおり JR 豊肥本線が敷設さ

れており、主要な駅の現況は表 3.2-14 のとおりである。 

 

表 3.2-14 鉄道の現況（令和 6 年度） 

路線 主要な駅名 

運航本数 

（本/日） 乗車人員 

（人/日） 
上り 下り 

豊肥本線 

原水 52 50 1,624 

三里木 52 50 757 

光の森 52 50 2,698 

出典：「2024 年度 駅別乗車人員」（令和 8 年 3 月閲覧、JR 九州 HP） 

「駅別時刻表」（令和 8 年 3 月閲覧、JR 九州 HP） 
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図 3.2-9 鉄道及び主要な駅の状況 

「国土数値情報（鉄道）」（令和 8 年 3 月閲覧、
国土交通省 HP）より作成 
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3.2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住

宅の配置の概況 

（1）学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の状況 

対象事業実施区域及びその周辺の学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必

要な施設は、表 3.2-15 及び図 3.2-10 に示すとおりである。 

 

表 3.2-15 環境の保全についての配慮が特に必要な施設 

区分 施設数 

保育園 30 

幼稚園 1 

認定こども園 5 

小学校 9 

中学校 3 

高等学校 0 

短期大学 1 

医療機関 50 

障害者福祉施設 47 

老人福祉施設 8 

合計 154 

出典：「令和 7 年度（2025 年度）学校一覧」（令和 8 年 3 月閲覧、熊

本県 HP） 

「医療機関一覧（令和 7 年（2025 年）4 月 1 日時点）」（令和 8

年 3 月閲覧、熊本県 HP） 

「障害児通所支援事業所及び障害児入所施設一覧」（令和 8 年 3

月閲覧、熊本県 HP） 

「障害福祉サービス等事業者一覧」（令和 8 年 3 月閲覧、熊本県

HP） 

「障害福祉サービスについて」（令和 8 年 3 月閲覧、熊本市 HP） 

 

（2）住宅等の分布の状況 

「基盤地図情報」（令和 8 年 3 月閲覧、国土交通省 HP）によると、対象事業実施区域及び

その周辺の建築物の分布は、図 3.2-11 に示すとおりである。 
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図 3.2-10 配慮が必要な施設の分布状況 

「令和 7 年度（2025 年度）学校一覧」（令和 8 年 3 月閲覧、

熊本県 HP）、「医療機関一覧（令和 7 年（2025 年）4 月 1 日

時点）」（令和 8 年 3 月閲覧、熊本県 HP）、「障害児通所支援事

業所及び障害児入所施設一覧」（令和 8 年 3 月閲覧、熊本県

HP）、「障害福祉サービス等事業者一覧」（令和 8 年 3 月閲

覧、熊本県 HP）、「障害福祉サービスについて」（令和 8 年 3

月閲覧、熊本市 HP）より作成 
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図 3.2-11 住宅等の分布状況 

「基盤地図情報（建築物の外周線）」（令和 7 年
3 月閲覧、国土交通省 HP）より作成 
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3.2.6 下水道等の整備の状況 

菊陽町及び合志市における汚水処理施設の整備状況は、表 3.2-16 に示すとおりである。汚

水処理人口普及率は、菊陽町で 99.9％、合志市で 99.8%となっている。 

 

表 3.2-16 汚水処理施設の整備状況（令和 6 年度末） 

項目 菊陽町 合志市 

住民基本台帳人口（人） 43,846 65,227 

汚水処理人口（人） 43,819 65,108 

汚水処理人口普及率（％） 99.9 99.8 

下水道 
処理人口（人） 42,830 62,983 

普及率（％） 97.7 96.6 

農業集落 

排水施設等 

整備人口（人） 908 1,988 

整備率（％） 2.1 3.0 

浄化槽 
設置人口（人） 81 137 

普及率（％） 0.2 0.2 

注）四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しないことがある。 

出典：「熊本県の汚水処理人口普及状況（令和 6 年度末）」（令和 8 年 3 月閲覧、

熊本県 HP） 

 

3.2.7 廃棄物の状況 

（1）一般廃棄物の状況 

菊陽町及び合志市における一般廃棄物の処理状況は表 3.2-17 に示すとおりである。 

令和 5 年度の総排出量は、菊陽町で 11,445t、合志市で 14,963t となっている。 

 

表 3.2-17 一般廃棄物の処理状況（令和 5 年度） 

区分 菊陽町 合志市 

総排出量(t) 11,445 14,963 

処理量(t) 11,182 14,466 

中間処理後再生利用量(t) 694 1,134 

リサイクル率(%) 8.5 11.1 

最終処分量(t) 1,295 1,697 

出典：「一般廃棄物処理実態調査結果（令和 5 年度）」（令和 7 年 3 月、環境省） 
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（2）産業廃棄物の状況 

熊本県における平成 30 年度の産業廃棄物の排出状況は、表 3.2-18 に示すとおりであり、

年間の総排出量は 7,562 千 t である。 

対象事業実施区域から半径約 50km の範囲における産業廃棄物の中間処理施設及び最終処

分施設の施設数は表 3.2-19、分布は図 3.2-12 に示すとおりである。 

 

表 3.2-18 産業廃棄物の排出状況（平成 30 年度） 

単位：千 t 

県 総排出量 有効利用量 減量化量 最終処分量 

熊本県 7,562 3,952 3,322 156 

出典：「熊本県廃棄物処理計画（第 5 期：令和 3 年度～令和 7 年度）」（令和 3 年 3 月、熊本県） 

 

表 3.2-19 産業廃棄物処理施設数 

県 市町村 
中間処理

施設 

最終 

処分場 
県 市町村 

中間処理

施設 

最終 

処分場 

熊本県 

熊本市 31 6 

熊本県 

小国町 1 － 

八代市 20 1 南阿蘇村 3 － 

荒尾市 2 － 西原村 3 － 

玉名市 3 － 御船町 1 1 

山鹿市 4 － 嘉島町 2 － 

菊池市 4 － 益城町 5 － 

宇土市 6 － 甲佐町 1 － 

上天草市 2 － 山都町 1 － 

宇城市 9 － 

－ 

大牟田市 26 3 

阿蘇市 3 － 柳川市 11 － 

合志市 5 1 八女市 22 1 

美里町 2 － 筑後市 8 － 

玉東町 1 － うきは市 － － 

和水町 1 － みやま市 8 － 

南関町 3 1 広川町 9 － 

長洲町 － － 
大分県 

日田市 10 1 

大津町 12 1 竹田市 － － 

菊陽町 3 － 宮崎県 高千穂町 1 1 

南小国町 1 － 合計 224 17 

出典：「令和 7 年度産業廃棄物処分施設 MAP」（令和 7 年 8 月、一般社団法人熊本県産業資源循環協会） 

「国土数値情報（廃棄物処理施設データ）」（令和 8 年 3 月閲覧、国土交通省 HP） 
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図 3.2-12 廃棄物処理施設等位置図 

「令和 7 年度産業廃棄物処分施設 MAP」（令和 7
年 8 月、一般社団法人熊本県産業資源循環協
会）、「国土数値情報（産業廃棄物処理施設）」
（令和 8 年 3 月閲覧、国土交通省 HP）より作成 
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3.2.8 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係

る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 

（1）公害関係法令等 

① 環境基準 

ア．大気汚染 

大気汚染に係る環境基準は、「環境基本法」（平成 5 年法律第 91 号）に基づく「大気の汚

染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号）、「二酸化窒素に係る環境基準

について」（昭和 53 年環境庁告示第 38 号）、「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準

について」（平成 9 年環境庁告示第 4 号）及び「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環

境基準について」（平成 21 年環境省告示第 33 号）により、表 3.2-20 に示すとおり定めら

れている。 

なお、表 3.2-20 に示す環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活し

ていない地域又は場所については、適用されない。 

 

  



3-94 

（117） 

表 3.2-20 大気汚染に係る環境基準 

物質 環境上の条件 評価方法 

二酸化硫黄 

（SO2） 

1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm

以下であり、かつ、1 時間値が

0.1ppm 以下であること。 

短期的 

評価 

1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下で

あり、かつ、1時間値が 0.1ppm 以下であ

ること。 

長期的 

評価 

1日平均値の年間2％除外値が0.04ppm以

下であること。ただし、1 日平均値が

0.04ppm を超えた日が 2 日以上連続しな

いこと。 

二酸化窒素 

（NO2） 

1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm

から 0.06ppm までのゾーン内又

はそれ以下であること。 

1 日平均値の年間 98％値が 0.06ppm 以下であるこ

と。 

一酸化炭素 

（CO） 

1時間値の1日平均値が10ppm以

下であり、かつ、1時間値の8時

間平均値が 20ppm 以下であるこ

と。 

短期的 

評価 

1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であ

り、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が

20ppm 以下であること。 

長期的 

評価 

1日平均値の年間2％除外値が10ppm以下

であること。ただし、1日平均値が10ppm

を超えた日が 2日以上連続しないこと。 

浮遊粒子状物質 

（SPM） 

1 時 間 値 の 1 日 平 均 値 が

0.10mg/m3 以下であり、かつ、1

時間値が 0.20mg/m3 以下である

こと。 

短期的 

評価 

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下で

あり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下で

あること。 

長期的 

評価 

1 日平均値の年間 2％除外値が 0.10mg/m3

以下であること。ただし、1 日平均値が

0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続しな

いこと。 

微小粒子状物質 

（PM2.5） 

1 年平均値が 15μg/m3 以下であ

り、かつ、1日平均値が35μg/m3

以下であること。 

長期基準（1年平均値が15μg/m3以下であること。）

及び短期基準（1日平均値の年間 98パーセンタイル

値が 35μg/m3 以下であること。）の両者の基準を達

成すること。 

光化学オキシダ

ント（Ox） 

1時間値が0.06ppm以下であるこ

と。 
昼間の 1時間値が 0.06ppm 以下であること。 

ベンゼン 1 年平均値が 0.003mg/m3以下であること。 

トリクロロエチ

レン 
1 年平均値が 0.13mg/m3以下であること。 

テトラクロロエ

チレン 
1 年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/m3以下であること。 

備考 1 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μm 以下のものを

いう。 

2 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μm の粒子を 50％の

割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子を

いう。 

3 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応によ

り生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化

窒素を除く。）をいう。 

出典：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号） 

「大気汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環大企 143 号） 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示第 38 号） 

「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」（昭和 53 年環大企 262 号） 

「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 9 年環境庁告示第 4 号） 

「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 21 年環境庁告示第 33 号）  
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イ．騒音 

騒音に係る環境基準は、「環境基本法」に基づく「騒音に係る環境基準について」（平成

10 年環境庁告示第 64 号）により、表 3.2-21 に示すとおり定められている。 

なお、表 3.2-21 に示す環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音について

は適用されない。 

 

表 3.2-21 騒音に係る環境基準 

 

地域の類型 
基準値 

昼間 夜間 

AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 

A 及び B 55 デシベル以下 45 デシベル以下 

C 60 デシベル以下 50 デシベル以下 

注）1．時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前

6 時までの間とする。 

2．AA を当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を

要する地域とする。 

3．A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

4．B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

5．C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

 

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域については、上表によらず次表の基準値の欄に

掲げるとおりとする。 

地域の区分 
基準値 

昼間 夜間 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する

道路に面する地域 
60 デシベル以下 55 デシベル以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する

道路に面する地域及び C 地域のうち車線

を有する道路に面する地域 

65 デシベル以下 60 デシベル以下 

備考 車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯

状の車道部分をいう。 

 

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、

特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

基準値 

昼間 夜間 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれてい

ると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以

下、夜間にあっては 40 デシベル以下）によることができる。 

注）「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道

にあっては 4 車線以上の区間に限る。）等をいい、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、2

車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路は道路端から 15m までの範囲、また 2 車線を超える

車線を有する幹線交通を担う道路は道路端から 20m までの範囲をいう。 

 

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号） 
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対象事業実施区域及びその周辺の環境基準の類型指定状況は、表 3.2-22 及び図 3.2-13

に示すとおりである。 

 

表 3.2-22 騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域の指定 

類型指定地域 地域の類型 該当地域 

熊本市、八代市、

荒尾市及び水俣市

以外の市町村 

A 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種

中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住

居地域 

B 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 

C 

1 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工

業専用地域 

2 用途地域以外の地域 

備考 1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用

地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準

住居地域」、「田園住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業

地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第

1 項第 1 号の用途地域をいう。 

2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号の用途地域が定められて

いない地域をいう。 

3 無人島及び都市計画法第 8 条第 1 項第 9 号の臨港地区は、騒音に係る環境基準の地

域の類型をあてはめる地域から除く。 

出典：「騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域の指定」（平成 31 年熊本県告示第 338 号） 
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図 3.2-13 騒音に係る環境基準の類型指定地域  

「国土数値情報（用途地域）」（令和 8 年 3 月閲
覧、国土交通省 HP） 
「騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめ
る地域の指定」(平成 31 年熊本県告示第 338 号)
より作成 
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ウ．水質汚濁 

水質汚濁に係る環境基準は、「環境基本法」に基づく「水質汚濁に係る環境基準について」

（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）により定められている。 

人の健康の保護に関する環境基準は表 3.2-23 に示すとおりであり、公共用水域及び地

下水に適用される。また、生活環境の保全に関する環境基準は表 3.2-24 に示すとおりで

あり、公共用水域に適用される。 

 

表 3.2-23 人の健康の保護に関する環境基準 

項目 基準値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.02mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

PCB 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする｡ 

2 「検出されないこと。」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結

果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本産業規格 KO102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は

43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと日本産業規格KO102

の 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）  
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表 3.2-24 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

ア 

項目 

 

 

類型 

利用目的の 

適応性 

基準値 

水素イオン 
濃度 
（pH） 

生物化学的 
酸素要求量 
（BOD） 

浮遊物質量 
（SS） 

溶存酸素量 
（DO） 

大腸菌数 

AA 

水道1級 

自然環境保全及び A 以

下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

1mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

20CFU/ 

100ml 以下 

A 

水道2級 

水産 1 級及び B 以下の

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

2mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

300CFU/ 

100ml 以下 

B 

水道3級 

水産 2 級及び C 以下の

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

3mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 

1,000CFU/ 

100ml 以下 

C 

水産3級 

工業用水 1 級及び D 以

下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

5mg/L 

以下 

50mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
－ 

D 

工業用水2級 

農業用水及び E の欄に

掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

8mg/L 

以下 

100mg/L 

以下 

2mg/L 

以上 
－ 

E 
工業用水3級 

環境保全 

6.0 以上 

8.5 以下 

10mg/L 

以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと。 

2mg/L 

以上 
－ 

備考 1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日
間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の 0.9×n 番目（n は日間平均値のデ
ータ数）のデータ値（0.9×n が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とす
る(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 

2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする(湖
沼もこれに準ずる。)。 

3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計
測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものを
いう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 

4 水道 1 級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）について
は、大腸菌数 100CFU/100ml 以下とする。 

5 いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用
目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数 300CFU/100ml 以下とする。 

6 水産 1 級、水産 2 級及び水産 3 級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない
（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

7 大腸菌数に用いる単位は CFU（コロニー形成単位（ColonyFormingUnit））/100ml とし、大腸菌
を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 

注）1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3.水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 

3 級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 

4.工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

5.環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

6.「－」は、基準値が設定されていないことを示す。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号） 
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イ 

項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 
ノニル 

フェノール 

直鎖アルキルベンゼン

スルホン酸及びその塩 

生物 A 

イワナ、サケマス等比較的低

温域を好む水生生物及びこれ

らの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.001mg/L 

以下 
0.03mg/L 以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、生物 A

の欄に掲げる水生生物の産卵

場（繁殖場）又は幼稚仔の生

育場として特に保全が必要な

水域 

0.03mg/L 

以下 

0.0006mg/L 

以下 
0.02mg/L 以下 

生物 B 

コイ、フナ等比較的高温域を

好む水生生物及びこれらの餌

生物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 
0.05mg/L 以下 

生物特 B 

生物 A 又は生物 B の水域のう

ち、生物 B の欄に掲げる水生

生物の産卵場（繁殖場）又は

幼稚仔の生育場として特に保

全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 
0.04mg/L 以下 

備考 基準値は年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号） 

 

対象事業実施区域及びその周辺では、環境基準の水域類型が表 3.2-25 及び図 3.2-14

に示すとおり指定されている。 

 

表 3.2-25 公共用水域に係る環境基準の水域類型指定状況 

水域 範囲 

BOD 等に係る 

環境基準 

水生生物に係る 

環境基準 

該当 

類型 

達成 

期間 

該当 

類型 

達成 

期間 

白川水系 白川中流 鮎帰滝から吉原橋まで A イ 生物 B イ 

坪井川水系 堀川下流 丹防橋より下流 D イ 生物 B イ 

注）1．該当類型の欄中 AA、A、B、C 及び D は、環境庁告示別表 2 の 1 の(1)の河川(湖沼を除く。)の表

の類型を示す。 

2．達成期間の分類は、次のとおりとする。 

(1)「イ」は、直ちに達成 

(2)「ロ」は、5 年以内で可及的すみやかに達成 

(3)「ハ」は、5 年を越える期間で可及的すみやかに達成 

出典：「白川水域、緑川水域及び坪井川水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定」（平成

19 年熊本県告示第 329 号） 

「水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定」（令和 5 年熊本県告示第 586 号） 
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図 3.2-14 公共用水域に係る環境基準の類型指定状況 

「国土数値情報（河川）」（令和 8 年 3 月閲覧、国土交
通省 HP） 
「白川水域、緑川水域及び坪井川水域が該当する水質
汚濁に係る環境基準の水域類型の指定」（平成 19 年熊
本県告示第 329 号） 
「水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指
定」（令和 5 年熊本県告示第 586 号）より作成 
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地下水の水質汚濁に係る環境基準は、表 3.2-26 に示すとおりである。 

 

表 3.2-26 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項目 基準値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.02mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

PCB 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。 

2 「検出されないこと。」とは、告示の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合にお

いて、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本産業規格 K010 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5

又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと日本

産業規格 K0102 の 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じ

たものの和とする。 

4 1，2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により

測定されたシス体の濃度と日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定され

たトランス体の濃度の和とする。 

出典：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成 9 年環境庁告示第 10 号）  
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エ．土壌汚染 

土壌の汚染に係る環境基準は、表 3.2-27 に示すとおりである。 

なお、環境基準は汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及

び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の項目に係る物質の利用または処分を目的とし

て、現にこれらを集積している施設に係る土壌については適用されない。 

 

表 3.2-27 土壌の汚染に係る環境基準 

項目 環境上の条件 

カドミウム 
検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき

0.4mg未満であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 

六価クロム 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 

砒（ひ）素 
検液1Lつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌

1kgにつき15mg未満であること。 

総水銀 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る。）において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 

ジクロロメタン 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 

四塩化炭素 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 

クロロエチレン 

（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 
検液1Lにつき0.002mg以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.1mg以下であること。 

1,2-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液1Lにつき1mg以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 

トリクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 

チウラム 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 

シマジン 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 

チオベンカルブ 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 

ベンゼン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 

セレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 

ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 

ほう素 検液1Lにつき1mg以下であること。 

1,4-ジオキサン 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 

備考 1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて
測定を行うものとする。 

2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中
濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれら
の物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg
及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、
0.03mg、2.4mg及び3mgとする。 

3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が
当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

4 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 

5 1，2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度
と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

出典：「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 3 年環境庁告示第 46 号）  
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オ．ダイオキシン類 

ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年法律第

105 号）に基づく「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を

含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 11 年環境庁告示第 68 号）により、

表 3.2-28 に示すとおり定められている。 

 

表 3.2-28 ダイオキシン類に係る環境基準 

媒体 基準値 

大気 0.6pg-TEQ/m3 以下 

水質(水底の底質を除く。) 1pg-TEQ/L 以下 

水底の底質 150pg-TEQ/g 以下 

土壌 1,000pg-TEQ/g 以下 

備考 1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

2 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。 

3 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガ

スクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマ

トグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測

定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定

値」という。）に 2 を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、その

範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。 

4 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の

量が 250pg-TEQ/g 以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 

出典：「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成 11 年環

境庁告示第 68 号） 

 

② 規制基準等 

ア．大気汚染 

大気汚染については、「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号）により、ばい煙発生

施設の種類、規模毎にばい煙に係る排出基準、一般粉じん発生施設の種類毎に構造等に関

する基準等が定められている。 

また、熊本県では「熊本県生活環境の保全等に関する条例」（昭和 44 年熊本県条例第 23

号）に基づく、特定施設の大気汚染（ばい煙、粉じん）に係る規制が行われている。 

なお、本事業は、これらの規制基準は適用されない。 
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イ．騒音 

（ｱ）特定工場等 

「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号）及び「熊本県生活環境の保全等に関する条例」

（昭和 44 年熊本県条例第 23 号）では、特定施設を設置している工場、事業場を「特定工

場等」としており、特定工場等から発生する騒音については、時間の区分及び区域の区分

ごとに規制基準が定められている。 

特定工場等において発生する騒音について、時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準

は表 3.2-29、図 3.2-15 に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺は、第三種区域に指定されている。 

 

表 3.2-29 特定工場等において発生する騒音の規制基準 

・規制基準 

時間の区分 

 

区域の区分 

昼間 
(午前 8 時から 

午後 7 時まで) 

朝(午前 6 時から午前 8時まで) 

 

夕(午後 7 時から午後 10 時まで) 

夜間 
(午後 10 時から 

翌日の午前 6 時まで) 

第一種区域 50 デシベル以下 45 デシベル以下 40 デシベル以下 

第二種区域 60 デシベル以下 50 デシベル以下 45 デシベル以下 

第三種区域 65 デシベル以下 60 デシベル以下 50 デシベル以下 

第四種区域 70 デシベル以下 65 デシベル以下 60 デシベル以下 

備考 騒音の測定は、工場の敷地境界で行う。 

 

・区域の区分 

市町村 規制区域 該当地域 

熊本市、荒尾市、宇

土市、水俣市、山鹿

市、八代市及び苓北

町を除く町村 

第一種区域 
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 

及び田園住居地域 

第二種区域 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用

地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居

地域 

第三種区域 
1 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 

2 用途地域以外の地域 

第四種区域 工業地域及び工業専用地域 

備考 1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地

域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地

域」、「田園住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び

「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 1 号の用途

地域をいう。 

2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号の用途地域が定められていない

地域をいう。 

3 無人島及び都市計画法第 8 条第 1 項第 9 号の臨港地区は、規制地域から除く。 

出典：「騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音に

ついて規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ごとの規

制基準」（平成 31 年熊本県告示第 341 号） 
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図 3.2-15 特定工場等に関する騒音規制区域  

「国土数値情報（用途地域）」（令和 8 年 3 月閲覧、国
土交通省 HP） 
「騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒
音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規
制する地域の指定並びに特定工場等において発生する
騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準」（平成 31
年熊本県告示第 341 号）より作成 
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（ｲ）特定建設作業 

「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号）及び「熊本県生活環境の保全等に関する条例」

（昭和 44 年熊本県条例第 23 号）では、建設工事として行われる作業で著しい騒音を発生

させる作業を「特定建設作業」としており、特定建設作業で発生する騒音の基準について

規制地域の区分毎に規制されている。 

特定建設作業に係る騒音の基準は表 3.2-30(1)～(2)及び図 3.2-16 に示すとおりであ

る。 

対象事業実施区域及びその周辺は、第 1 号区域に指定されている。 

 

表 3.2-30（1） 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準 

・規制基準 

区域 

規制種別 
第 1 号区域 第 2 号区域 

基準値 85 デシベル 

作業時刻 
午後 7 時～午前 7 時の 

時間内でないこと。 

午後 10 時～午前 6 時の 

時間内でないこと。 

1 日当たりの 

作業時間※ 
10 時間/日を超えないこと。 14 時間/日を超えないこと。 

作業期間 連続 6 日を超えないこと。 

作業日 日曜日その他休日でないこと。 

備考 1 騒音の測定は、特定建設作業の場所の敷地境界において行う。 

2 基準値を超えている場合、騒音防止の方法のみならず、1 日の作業時間を※欄に定める時間

未満 4 時間以上の間において短縮させることを勧告又は命令できる。 

3 災害等の非常事態の発生のため緊急を要する場合、人命、身体の危険防止の場合などはこ

の規制が適用されないこともある。 

 

・区域区分 

第 1 号区域 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工

業地域、用途地域以外の地域 

第 2 号区域 工業地域及び工業専用地域 
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表 3.2-30（2） 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準 

・特定建設作業の種類 

騒音規制法に基づく

種類 

1．くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機

（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業（くい打機を

アースオーガーと併用する作業を除く。） 

2．びょう打機を使用する作業 

3．さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあ

っては 1 日における当該作業に係る二地点間の最大距離が 50m をこ

えない作業に限る。） 

4．空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原

動機の定格出力が 15kW 以上のものに限る。）を使用する作業（さ

く岩機の動力として使用する作業を除く。） 

5．コンクリートプラント（混練機の混練容量が 0.45m3 以上のものに

限る。）又は、アスファルトプラント（混練機の混練重量が 200kg

以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを製造するた

めにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。） 

6．バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないもの

として環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80kW

以上のものに限る。）を使用する作業 

7．トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生し

ないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出

力が 70kW 以上のものに限る。）を使用する作業 

8．ブルトーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないも

のとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が

40kW 以上のものに限る。）を使用する作業 

熊本県条例に基づく

種類 

1．コンクリートカッターを使用する作業（作業地点が連続的に移動

する作業にあっては、1 日における当該作業に係る二地点間の最大

距離が 50m を超えない作業に限る｡） 
出典：「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」（厚生省・建設省、昭和 43 年） 

「熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則」(昭和 47 年熊本県規則第 60 号) 

「騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音につ

いて規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基

準」(平成 31 年熊本県告示第 341 号） 

「騒音規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する区域の区分」（平成 21 年

熊本県告示 342 号） 
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図 3.2-16 特定建設作業に関する騒音規制区域  

「国土数値情報（用途地域）」（令和 8 年 3 月閲
覧、国土交通省 HP） 
「騒音規制法に基づく特定建設作業に伴って発
生する騒音について規制する区域の区分」(平成
21 年熊本県告示第 342 号）より作成 
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（ｳ）自動車騒音の要請限度 

「騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定

める省令」（平成 12 年総理府令第 15 号）を表 3.2-31 及び図 3.2-17 に示す。対象事業

実施区域及びその周辺は c 区域に指定されている。 

 

表 3.2-31 自動車騒音の要請限度 

 

区域の区分 

時間の区分 

昼間 
（6～22時） 

夜間 
（22時～翌6時） 

1 
a区域及びb区域のうち1車線を有する道
路に面する区域 

65デシベル 55デシベル 

2 
a区域のうち2車線以上の車線を有する道
路に面する区域 

70デシベル 65デシベル 

3 
b区域のうち2車線以上の車線を有する道
路に面する区域及びc区域のうち車線を
有する道路に面する区域 

75デシベル 70デシベル 

備考 a区域、b区域、c区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた

区域をいう。 

a区域：専ら住居の用に供される区域 

b区域：主として住居の用に供される区域 

c区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 

 

（特例）幹線交通を担う道路に近接する区域（2車線以下の道路の敷地境界線から15mま
で、2車線を超える道路の敷地境界線から20mまで）に係る限度は、次表を用い
る。 
「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び4車
線以上の市町村道等をいう。 

 

時間の区分 

昼間 夜間 

75デシベル 70デシベル 

 

・区域区分 

区域 要請限度の区域区分 
騒音に係る環境基準 

の類型区分 

ａ区域 専ら住居の用に供される区域 A地域 

ｂ区域 主として住居の用に供される区域 B地域 

ｃ区域 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 C地域 
 

出典：「騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省

令」（平成 12 年総理府令第 15 号） 

「騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度に関する区域の区分」(平成 21 年熊本県告示第

343 号) 
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図 3.2-17 自動車騒音の要請限度の適用区域  

「国土数値情報（用途地域）」（令和 8 年 3 月閲
覧、国土交通省 HP） 
「騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度に
関する区域の区分」(平成 21 年熊本県告示第 343
号)より作成 
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ウ．振動 

（ｱ）特定工場等 

「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）では、特定施設を設置している工場、事業場

を「特定工場等」としており、特定工場等から発生する振動については、時間の区分及び

区域の区分ごとに規制基準が定められている。 

特定工場等において発生する振動について、時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準

は表 3.2-32、図 3.2-18 に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺は、第二種区域に指定されている。 

 

表 3.2-32 特定工場等において発生する振動の規制基準 

・規制基準 

時間の区分 

 

区域の区分 

昼間 

(午前 8 時から午後 7 時まで) 

夜間 

(午後 7時から翌日の午前 8時まで) 

第一種区域 60 デシベル以下 55 デシベル以下 

第二種区域 65 デシベル以下 60 デシベル以下 

備考 振動の測定は、工場の敷地境界で行う。 

 

・区域の区分 

市町村 規制区域 該当地域 

熊本市、八代市及

び水俣市を除く市

町村 

第一種区域 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第

一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園

住居地域 

第二種区域 

1 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及

び工業専用地域 

2 用途地域以外の地域 

備考 1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、

「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、

「田園住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業

専用地域」とは、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 1 号の用途地域をい

う。 

2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号の用途地域が定められていない

地域をいう。 

3 無人島及び都市計画法第 8 条第 1 項第 9 号の臨港地区は、規制地域から除く。 

出典：「特定工場等で発生する振動の規制に関する基準」（昭和 51 年環境庁告示 90 号） 

「振動規制法に基づく住民の生活環境を保全する地域の指定及び同法に基づく特定工場等において

発生する振動の時間及び区域の区分ごとの規制基準」(平成 31 年 3 月 29 日熊本県告示第 343 号)よ

り作成 
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図 3.2-18 特定工場等に関する振動規制区域  

「国土数値情報（用途地域）」（令和 8 年 3 月閲覧、国
土交通省 HP） 
「振動規制法に基づく住民の生活環境を保全する地域
の指定及び同法に基づく特定工事等において発生する
振動の時間及び区域の区分ごとの規制基準」(平成 31
年熊本県告示第 343 号)より作成 
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（ｲ）特定建設作業 

「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）では、建設工事として行われる作業で著しい

振動を発生させる作業を「特定建設作業」としており、特定建設作業で発生する振動の基

準について規制地域の区分毎に規制されている。 

特定建設作業に係る振動の基準は表 3.2-33 及び図 3.2-19 に示すとおりである。対象

事業実施区域及びその周辺は、第 1 号区域に指定されている。 

 

表 3.2-33 特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準 

・規制基準 

区域 

規制種別 
第 1 号区域 第 2 号区域 

基準値 75 デシベル 

作業時刻 
午後 7 時～午前 7 時の 

時間内でないこと。 

午後 10 時～午前 6 時の 

時間内でないこと。 

1 日当たりの 

作業時間※ 
10 時間/日を超えないこと。 14 時間/日を超えないこと。 

作業期間 連続 6 日を超えないこと。 

作業日 日曜日その他休日でないこと。 

備考 1 振動の測定は、特定建設作業の場所の敷地境界において行う。 

 2 基準値を超えている場合、騒音防止の方法のみならず、1 日の作業時間を※欄に定める時

間未満 4 時間以上の間において短縮させることを勧告又は命令できる。 

 3 災害等の非常事態の発生のため緊急を要する場合、人命、身体の危険防止の場合などは

この規制が適用されないこともある。 

 

・区域区分 

第 1 号区域 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、

第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商

業地域、準工業地域、用途地域以外の地域 

第 2 号区域 工業地域及び工業専用地域 

 

・特定建設作業 

①くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）くい抜機（油圧式くい抜機を除

く。）又はくい打くい抜機を除く（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業 

②鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 

③舗装板破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1 日

における当該作業に係る 2 地点間の最大距離が 50m を超えない作業に限る。） 

④ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する

作業にあっては、1 日における当該作業に係る 2 地点間の最大距離が 50m を超えな

い作業に限る。） 

出典：「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令 58 号） 

「振動規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する振動について規制する区域の区分」(平成

31 年 3 月 29 日熊本県告示第 344 号)  
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図 3.2-19 特定建設作業に関する振動規制区域  

「国土数値情報（用途地域）」（令和 8 年 3 月閲
覧、国土交通省 HP） 
「振動規制法に基づく特定建設作業に伴って発
生する振動について規制する区域の区分」(平成
31 年熊本県告示第 344 号)より作成 
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（ｳ）道路交通振動の要請限度 

「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）第 16 条第 1 項の規定に基づく道路交通振動

の要請限度は表 3.2-34 のとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺の規制区域は、図 3.2-18 に示す特定工場等において発

生する振動の規制に関する基準と同じ区域であり、第二種区域に指定されている。 

 

表 3.2-34 道路交通振動の要請限度 

・規制基準 

時間の区分 

 

区域の区分 

昼間 

(午前 8 時から午後 7 時まで) 

夜間 

(午後 7時から翌日の午前 8時まで) 

第一種区域 65 デシベル 60 デシベル 

第二種区域 70 デシベル 65 デシベル 

備考 振動の測定は、道路の敷地境界で行う。 

 

・区域の区分 

市町村 規制区域 該当地域 

熊本市、八代

市及び水俣市

を除く市町村 

第一種区域 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一

種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一

種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地

域 

第二種区域 

1 近隣商業地域、商業地域、 準工業地域、工業地域及

び工業専用地域 

2 用途地域以外の地域 

備考 1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地

域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地

域」、「田園住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び

「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 1 号の用

途地域をいう。 

2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号の用途地域が定められていな

い地域をいう。 

3 無人島及び都市計画法第 8 条第 1 項第 9 号の臨港地区は、規制地域から除く。 

出典：「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令 58 号） 

「振動規制法に基づく道路交通振動の限度に関する区域及び時間の区分」(平成 21 年熊本県告示

第 347 号) 
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エ．水質汚濁 

（ｱ）水質汚濁防止法 

水質汚濁については、「水質汚濁防止法」（昭和 45 年法律第 138 号）により、特定施設

（指定地域特定施設を含む）を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水に

ついて、表 3.2-35(1)～(2)のとおり排水基準が定められている。 

本事業では、これらが適用される特定事業場は設置しない。 

 

表 3.2-35（1） 水質汚濁に係る一律排水基準（有害物質） 

有害物質の種類 許容限度 

カドミウム及びその化合物 0.03mgCd/L 

シアン化合物 1mgCN/L 

有機燐化合物 

（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。） 
1mg/L 

鉛及びその化合物 0.1mgPb/L 

六価クロム化合物 0.2mgCr(VI)/L 

砒素及びその化合物 0.1mgAs/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mgHg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと。 

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L 

トリクロロエチレン 0.1mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L 

ジクロロメタン 0.2mg/L 

四塩化炭素 0.02mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 

チウラム 0.06mg/L 

シマジン 0.03mg/L 

チオベンカルブ 0.2mg/L 

ベンゼン 0.1mg/L 

セレン及びその化合物 0.1mgSe/L 

ほう素及びその化合物 
海域以外10mgB/L 

海域230mgB/L 

ふっ素及びその化合物 
海域以外8mgF/L 

海域15mgF/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

（1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸

性窒素及び硝酸性窒素の合計量） 

100mg/L 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L 
備考 1 「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合

において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 
2 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和49年政令第363号）の施行の際現にゆう
出している温泉（温泉法（昭和23年法律第125号）第2条第1項に規定するものをいう。以下
同じ。）を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

出典：「排水基準を定める省令」（昭和 46 年総理府令第 35 号）  



3-118 

（141） 

表 3.2-35（2） 水質汚濁に係る一律排水基準（その他の項目） 

項目 許容限度 

水素イオン濃度（水素指数）（pH） 
海域以外5.8以上8.6以下 

海域5.0以上9.0以下 

生物化学的酸素要求量（BOD） 160mg/L（日間平均120mg/L） 

化学的酸素要求量（COD） 160mg/L（日間平均120mg/L） 

浮遊物質量（SS） 200mg/L（日間平均150mg/L） 

ノルマルへキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5mg/L 

ノルマルへキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） 30mg/L 

フェノール類含有量 5mg/L 

銅含有量 3mg/L 

亜鉛含有量 2mg/L 

溶解性鉄含有量 10mg/L 

溶解性マンガン含有量 10mg/L 

クロム含有量 2mg/L 

大腸菌数 800CFU/mL 

窒素含有量 120mg/L（日間平均60mg/L） 

燐含有量 16mg/L（日間平均8mg/L） 
備考 1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものであ

る。 
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事

業場に係る排出水について適用する。 
3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫

化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しな
い。 

4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びク
ロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関
する法律施行令の一部を改正する政令の施行（昭和49年12月1日）の際、現に湧出している
温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

5 生物化学的酸素要求量（BOD）についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排
出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量（COD）についての排水基準は、海域及
び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 

6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらす
おそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をも
たらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が1Lにつき9,000mgを超え
るものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域
に排出される排出水に限って適用する。 

7 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそ
れがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたら
すおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出
される排出水に限って適用する。 

※ 「環境大臣が定める湖沼」＝昭和60年環境庁告示第27号（窒素含有量又は燐含有量につい
ての排水基準に係る湖沼） 

※ 「環境大臣が定める海域」＝平成5年環境庁告示第67号（窒素含有量又は燐含有量について
の排水基準に係る海域） 

出典：「排水基準を定める省令」（昭和 46 年総理府令第 35 号） 
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（ｲ）水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づき排水基準を定める条例 

熊本県では、「水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づき排水基準を定める条例」（昭

和 47 年熊本県条例第 63 号）に基づき、全国一律の排水基準では公共用水域の水質保全及

び環境基準の維持達成に不十分と判断される水域において、上乗せ排水基準を設定し、排

水規制の強化を図っている。 

水質汚濁防止法に基づく上乗せ基準のうち、有害物質を表 3.2-36、生活環境項目を表 

3.2-37(1)～(3)に示す。 

本事業では、これらが適用される特定事業場は設置しない。 

 

表 3.2-36 有害物質に係る上乗せ排水基準 

有害物質の種類 許容限度 

カドミウム及びその化合物 0.01mgCd/L 

シアン化合物 0.1mgCN/L 

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び

EPN に限る。） 
0.1mg/L 

鉛及びその化合物 0.05mgPb/L 

六価クロム化合物 0.05mgCr(VI)/L 

砒素及びその化合物 0.01mgAs/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.0005mgHg/L 

ポリ塩化ビフェニル 0.0005mg/L 

トリクロロエチレン 0.03mg/L 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 

ジクロロメタン 0.02mg/L 

四塩化炭素 0.002mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 

チウラム 0.006mg/L 

シマジン 0.003mg/L 

チオベンカルブ 0.02mg/L 

ベンゼン 0.01mg/L 

備考 この表に掲げる上乗せ排水基準は、水質汚濁防止法施行令別表第 1 第 1 号、第 19 号、第 20 号、

第 21 号、第 21 号の 3、第 21 号の 4、第 22 号、第 23 号、第 23 号の 2、第 24 号、第 26 号、第

27 号、第 28 号、第 29 号、第 31 号、第 32 号、第 33 号、第 34 号、第 35 号、第 36 号、第 37

号、第 41 号、第 43 号、第 44 号、第 46 号、第 47 号、第 48 号、第 49 号、第 50 号、第 51 号、

第 51 号の 2、第 51 号の 3、第 52 号、第 53 号、第 54 号、第 55 号、第 56 号、第 57 号、第 58

号、第 61 号、第 62 号、第 63 号、第 63 号の 2、第 64 号、第 65 号、第 66 号、第 67 号、第 68

号、第 68 号の 2、第 70 号、第 70 号の 2、第 71 号の 2、第 71 号の 3、第 71 号の 4、第 71 号の

5、第 71 号の 6 又は第 74 号に掲げる施設を設置する特定事業場に限って適用する。 

出典：「水質汚濁防止法第 3条第 3 項の規定に基づき排水基準を定める条例」（昭和 47 年熊本県条例第 63 号） 
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表 3.2-37（1） 生活環境項目に係る上乗せ排水基準 

・日平均排水量 20m3 以上 50m3 未満の特定事業場 

項目 許容限度 

水素イオン濃度（pH） 
海域以外 5.8～8.6 

海域 5.0～9.0 

生物化学的酸素要求量（BOD） 160mg/L（日間平均 120mg/L） 

化学的酸素要求量（COD） 160mg/L（日間平均 120mg/L） 

浮遊物質量（SS） 200mg/L（日間平均 150mg/L） 

ノルマルへキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5mg/L 

ノルマルへキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） 30mg/L 

大腸菌数 日間平均 800CFU/mL 

備考 1 「日間平均」による許容限度は、1 日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものであ

る。 

2 水素イオン濃度についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を

含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用せず、温泉を利用する旅館業に

属する事業場に係る排出水については当分の間、適用しない。 

3 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排

出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排出基準は、海域及び湖沼に排出される排

出水に限って適用する。 

出典：「水質汚濁防止法第 3条第 3 項の規定に基づき排水基準を定める条例」（昭和 47 年熊本県条例第 63 号） 
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表 3.2-37（2） 生活環境項目に係る上乗せ排水基準 

・日平均排水量 50m3 以上 1,000m3 未満の特定事業場 

工場又は事業場 業種等 

項目及び許容限度 

BOD 又は COD 

（㎎/L） 

SS 

（㎎/L） 

日間 
平均 

最大 
日間 
平均 

最大 

既
設
の
工
場
又
は
事
業
場 

下水道処理区域に所
在するもの 

全業種(し尿処理施設を除く。) 20 25 30 40 

し尿処理施設 - 20 - 70 

その他の区域に所在
するもの 

豚房施設、牛房施設又は馬房施設をもつもの 50 70 70 90 

食
料
品
製
造
業 

畜 産 食 料 品

製造業 

乳製品製造業 20 30 50 60 

その他のもの 30 40 50 60 

水産食料品製造業、野菜・果実缶詰製造業、

みそ及びしょう油製造業、動植物油脂製造
業、めん類製造業 

30 40 50 60 

飲料製造業 酒類製造業 30 40 50 60 

その他飲料製造業 20 30 50 60 

その他のもの(弁当製造業を除く。) 30 40 30 40 

繊維工業 30 40 30 40 

一般製材業、木材チップ製造業、合板製造業及びパ
ーティクルボード製造業 

70 90 50 60 

パルプ、紙又は紙加工品の製造業のうちパルプ製造

施設を持たないもの 
45 60 60 80 

窯業・土石製品製造業 20 25 80 100 

窯業原料精製業、採石業に係る採取場、砂利採取場 - - 100 150 

旅館業 50 60 50 70 

共同調理場、弁当仕出屋、弁当製造業又は飲食店に
係る特定施設を有するもの 

50 60 50 70 

と畜場 30 40 40 60 

下水道終末処理施設 - 20 - 70 

し尿処理施設 - 30 - 70 

その他のもの 20 25 30 40 

新
設
の
工
場
又
は
事
業
場 

下水道処理区域に所
在するもの 

全業種(し尿処理施設を除く。) 20 25 30 40 

し尿処理施設 - 20 - 70 

その他の区域に所在
するもの 

豚房施設、牛房施設又は馬房施設をもつもの 25 30 60 80 

食

料

品

製

造

業 

畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野
菜・果実缶詰製造業、みそ及びしょう油製造

業、動植物油脂製造業、飲料製造業 

20 25 40 50 

その他のもの(弁当製造業を除く。) 
20 25 30 40 

一般製材業、木材チップ製造業、合板製造業及びパ

ーティクルボード製造業 
20 25 40 50 

パルプ、紙又は紙加工品の製造業のうちパルプ製造
施設を持たないもの 

20 25 50 70 

窯業・土石製品製造業 20 25 80 100 

窯業原料精製業、採石業に係る採取場、砂利採取場 - - 80 100 

旅館業 25 30 40 60 

共同調理場、弁当仕出屋、弁当製造業又は飲食店に

係る特定施設を有するもの 
25 30 40 60 

下水道終末処理施設 - 20 - 70 

し尿処理施設 - 20 - 70 

その他のもの 20 25 30 40 

備考 1 「日間平均」による許容限度は、1 日の平均的な汚染状態について定めたものである。 

2 この表において「既設の工場又は事業場」とは、特定施設を平成 20 年 3 月 31 日に現に設置している工

場又は事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)をいい、「新設の工場又は事業場」とは、
特定施設を平成 20 年 3 月 31 日後において設置する工場又は事業場(同日において特定施設の設置の工事
をしているものを除く。)をいう。 

3 この表において「下水道処理区域」とは、下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)第 2 条第 8 号に規定する区
域をいう。 

4 この表において生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水に排出され
る排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水
に限って適用する。 

出典：「水質汚濁防止法第 3条第 3 項の規定に基づき排水基準を定める条例」（昭和 47 年熊本県条例第 63 号） 
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表 3.2-37（3） 生活環境項目に係る上乗せ排水基準 

・日平均排水量 1,000m3 以上の特定事業場 

工場又は事業場 業種等 

項目及び許容限度 

BOD 
(㎎/L) 

COD 
(㎎/L) 

SS 
(㎎/L) 

日間 

平均 
最大 

日間 

平均 
最大 

日間 

平均 
最大 

既
設
の
工
場
又
は
事
業
場 

下水道処理区域に

所在するもの 

全業種(し尿処理施設を除く。) 20 25 20 25 30 40 

し尿処理施設 - 20 - 20 - 70 

その他の区域に所

在するもの 
食
料
品
製
造
業 

畜産食料品

製造業 

乳製品製造業 20 30 20 30 50 60 

その他のもの 30 40 30 40 50 60 

水産食料品製造業、めん類製造業 30 40 30 40 50 60 

飲料製造業 20 30 20 30 40 50 

そ の他のもの ( 弁当製造業を除

く。) 
30 40 30 40 30 40 

一般製材業、木材チップ製造業、合板
製造業及びパーティクルボード製造業 

40 50 40 50 50 60 

パ ル プ 、 紙 又
は紙加工品の

製造業 

パルプ製造施設を持
たないもの 

40 50 40 50 50 70 

パルプ製造施設をも
つもの 

65 80 65 80 35 50 

ポリビニルアルコール製造業 40 50 40 50 30 40 

プラスチック圧延フィルム製造業 60 80 35 45 30 40 

化学肥料製造業 25 50 25 50 30 40 

窯業・土石製品製造業 20 25 20 25 80 100 

窯業原料精製業、採石業に係る採取
場、砂利採取場 

- - 120 160 100 150 

旅館業 30 40 30 40 30 40 

下水道終末処理施設 - 20 - 20 - 70 

し尿処理施設 - 20 - 20 - 70 

その他のもの 20 25 20 25 30 40 

新
設
の
工
場
又
は
事
業
場 

下水道処理区域に

所在するもの 

全業種(し尿処理施設を除く。) 20 25 20 25 30 40 

し尿処理施設 - 20 - 20 - 70 

その他の区域に所

在するもの 

食

料

品

製

造

業 

畜産食料品製造業、水産食料品製

造業 
20 25 20 25 40 50 

そ の他のもの ( 弁当製造業を除

く。) 
20 25 20 25 30 40 

一般製材業、木材チップ製造業、合板
製造業及びパーティクルボード製造業 

20 25 20 25 40 50 

パ ル プ 、 紙 又

は紙加工品の
製造業 

パルプ製造施設を持

たないもの 
20 25 20 25 40 60 

パルプ製造施設をも

つもの 
20 25 20 25 30 40 

窯業・土石製品製造業 20 25 20 25 80 100 

窯業原料精製業、採石業に係る採取
場、砂利採取場 

- - 120 160 80 100 

下水道終末処理施設 - 20 - 20 - 70 

し尿処理施設 - 20 - 20 - 70 

その他のもの 20 25 20 25 30 40 

備考 1 「日間平均」による許容限度は、1 日の平均的な汚染状態について定めたものである。 

2 この表において「既設の工場又は事業場」とは、特定施設を平成 20 年 3 月 31 日に現に設置している

工場又は事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)をいい、「新設の工場又は事業場」と
は、特定施設を平成 20 年 3 月 31 日後において設置する工場又は事業場(同日において特定施設の設置
の工事をしているものを除く。)をいう。 

3 この表において「下水道処理区域」とは、下水道法第 2 条第 8 号に規定する区域をいう。 

4 この表において生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水に排出さ

れる排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、すべての公共用水域に排出さ
れる排出水に適用する。 

出典：「水質汚濁防止法第 3条第 3 項の規定に基づき排水基準を定める条例」（昭和 47 年熊本県条例第 63 号） 
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（ｳ）熊本県生活環境の保全等に関する条例 

熊本県では、「熊本県生活環境の保全等に関する条例」（昭和 44 年熊本県条例第 23 号）

に基づき、表 3.2-38 に示す排水施設を有する工場、事業場に対し、排水基準を定めてお

り、熊本県下の公共用水域の全域に適用される。 

本事業は、これらが適用される業種ではなく排水施設は設置しない。 

 

表 3.2-38 熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水施設、排水基準 

・排水施設 

1 米粉製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

(1) 洗米施設 

(2) 浸漬施設 

(3) 湿式製粉施設 

(4) ろ過施設 

2 給食の用に供する施設(1 日の給食能力が二千食以上のものに限る。)であって、次に掲

げるもの 

(1) 食器洗浄施設 

(2) 調理施設 

3 チップ製造業の用に供する湿式チッパー 

4 塗装水洗ブース施設 

5 金属の洗浄及び表面処理施設(酸又はアルカリによるものを除く。) 

6 めっき施設(電気めっきによるものを除く。) 

7 し尿処理施設(建築基準法施行令第 32 条第 1 項の表に規定する算定方法により算出し

た処理対象人員が 201 人以上 500 人以下のし尿浄化槽で、水質汚濁防止法第 3 条第 3

項の規定に基づき排水基準を定める条例(昭和 47 年熊本県条例第 63 号)別表第 1 に掲

げる区域に汚水等を排出するものに限る。) 

・排水基準 

1 日の平均排水量 

項目 

50m3 以上 20m3 以上 50m3 未満 

日間平均 最大 日間平均 最大 

水素イオン濃度 

海域以外 － 
5.8 以上 

8.6 以下 
－ 

5.8 以上 

8.6 以下 

海域 － 
5.0 以上 

9.0 以下 
－ 

5.0 以上 

9.0 以下 

生物化学的酸素要求量 120 ㎎/L 160 ㎎/L 120 ㎎/L 160 ㎎/L 

化学的酸素要求量 120 ㎎/L 160 ㎎/L 120 ㎎/L 160 ㎎/L 

浮遊物質量 150 ㎎/L 200 ㎎/L 150 ㎎/L 200 ㎎/L 

ノルマンヘキサ

ン抽出物含有量 

鉱油類 － 5 ㎎/L － 5 ㎎/L 

動植物油脂類 － 30 ㎎/L － 30 ㎎/L 

フェノール類含有量 － 5 ㎎/L － － 

銅含有量 － 3 ㎎/L － － 

亜鉛含有量 － 2 ㎎/L － － 

溶解性鉄含有量 － 10 ㎎/L － － 

溶解性マンガン含有量 － 10 ㎎/L － － 

クロム含有量 － 2 ㎎/L － － 

弗素含有量 － 15 ㎎/L － － 

大腸菌数 800CFU/mL － 800CFU/mL － 

窒素含有量 60 ㎎/L 120 ㎎/L － － 

りん含有量 8 ㎎/L 16 ㎎/L － － 

出典：「熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則」（昭和 47 年熊本県規則第 60 号）  
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（ｴ）熊本県地下水保全条例 

i. 地下水の水質保全 

熊本県では、「熊本県地下水保全条例」（平成 2 年熊本県条例第 52 号）により、地下水

の水質の保全に関する基準を定めており、条例第 7 条 2 項に基づく対象化学物質使用業種

は表 3.2-39、対象化学物質を使用する工場・事業場（対象事業場）は表 3.2-40 に示す

とおりである。 

対象化学物質を含むものとしての要件（排出水を地下浸透させてはならない判定基準）

及び対象化学物質使用業種、対象事業場に該当する工場・事業場の排出口における特別排

出基準（許容限度）は、表 3.2-41 に示すとおりである。 

対象事業場に対して、対象化学物質の使用管理の届出、地下浸透水の浸透の禁止、排出

口における排出水の遵守を設けている。 

本事業は、これらが適用される業種ではなく、工場・事業場は設置しない。 
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表 3.2-39 熊本県地下水保全条例に基づく対象化学物質使用業種 

対象化学物質 主な対象化学物質使用業種 

カドミウム 

及びその化合物 

有機化学工業、試験研究機関、無機化学工業、無機顔料製造業、石油化学工業、

写真感光材料製造業、試薬製造業、ガラス製品製造業、窯業原料製造業、非鉄金

属製造業、金属・機械製造業、写真現像業 

シアン化合物 医薬品製造業、金属・機械製造業、メッキ工業、病院、試験研究機関、無機顔料

製造業、無機化学工業、合成樹脂製造業、合成ゴム製造業、石油化学工業、有機

化学工業、医薬品製造業、試薬製造業、鉄鋼業、写真現像業、貴金属精練業 

有機燐(りん)化合物 有機化学工業、農薬製造業、試薬製造業、試験研究機関 

鉛及びその化合物 有機化学工業、金属・機械製造業、メッキ工業、試験研究機関、その他の製造

業、無機顔料製造業、無機化学工業、医薬品製造業、農薬製造業、ガラス製品製

造業、窯業原料製造業、非鉄金属製造業 

六価クロム化合物 木材薬品処理業、金属・機械製造業、試験研究機関、繊維工業、無機・有機顔料

製造業、無機化学工業、有機化学工業、医薬品製造業、試薬製造業 

砒(ひ)素及びその化合物 木材薬品製造業、有機化学工業、試薬製造業、金属・機械製造業、病院、試験研

究機関、化学肥料製造業、無機化学工業、無機・有機顔料製造業、医薬品製造

業、農薬製造業、非鉄金属製造業 

水銀及びアルキル水銀 

その他の水銀化合物 

医薬品製造業、病院、試験研究機関、無機顔料製造業、無機化学工業、有機化学

工業、試薬製造業、非鉄金属製造業、金属・機械製造業 

ポリクロリネイテッド 

ビフェニル(別名 PCB) 

パルプ、紙又は紙加工品製造業、試験研究機関 

トリクロロエチレン 無機化学工業、写真感光材料製造業、医薬品製造業、金属・機械製造業、繊維製

品製造業、繊維工業、アスファルト合材製造業、プラスチック製造業、ゴム製品

製造業、有機化学工業、洗濯業、写真現像業、自動車小売業、鉱業、出版・印刷

業、その他すべての製造業、試験研究機関、自動車整備業、染物業 

テトラクロロエチレン 

1，1，1－トリクロロエタン 

四塩化炭素 無機化学工業、医薬品製造業、アセチレン製造業、試験研究機関、石油化学工

業、有機化学工業、農薬製造業、金属・機械製造業 

ジクロロメタン たばこ製造業、化学工業、石油・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴ

ム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造

業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機

械器具製造業、試験研究機関 

1,2－ジクロロエタン 染色整理業、パルプ・紙・紙加工品製造業、出版・印刷・同関連産業、医薬品製

造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機

械器具製造業、試験研究機関 

1,1－ジクロロエチレン パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具

製造業、試験研究機関 

シス－1,2－ジクロロエチレン 化学工業、電気機械器具製造業、試験研究機関 

1,1,2－トリクロロエタン 化学工業、試験研究機関 

1,3－ジクロロプロペン 化学工業、試験研究機関 

チウラム 化学工業、ゴム製品製造業、試験研究機関 

シマジン 化学工業、試験研究機関 

チオベンカルブ 化学工業、試験研究機関 

ベンゼン 動植物油脂製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、石油・石炭製品製

造業、炭素・黒鉛製品製造業、鉄鋼業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、

電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、ガス業、試

験研究機関 

セレン及びその化合物 化学工業、石油・石炭製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製

造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、精密機械器

具製造業、試験研究機関 

注）有機燐(りん)化合物は、ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパ

ラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホ

スフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名

EPN)に限る。 

出典：「熊本県の排水規制（排水基準）について」（令和 8 年 3 月閲覧、熊本県 HP）  
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表 3.2-40 熊本県地下水保全条例に基づく対象事業場 

区分 業種 

1 鉱業、採石業、

砂利採取業 

(1) 金属鉱業 
(2) 石炭・亜炭鉱業 
(3) 原油・天然ガス鉱業 
(4) 採石業、砂・砂利・玉石採取業 
(5) 窯業原料用鉱物鉱業 
(6) その他の鉱業 

2 製造業 (1) 繊維工業 
(2) 木材・木製品製造業 
(3) パルプ・紙・紙加工品製造業 
(4) 印刷・同関連産業 
(5) 化学工業 
(6) 石油製品・石炭製品製造業 
(7) プラスチック製品製造業 
(8) ゴム製品製造業 
(9) なめし革・同製品・毛皮製造業 
(10) 窯業・土石製品製造業 
(11) 鉄鋼業 
(12) 非鉄金属製造業 
(13) 金属製品製造業 
(14) はん用機械器具製造業 
(15) 生産用機械器具製造業 
(16) 業務用機械器具製造業 
(17) 電子部品・デバイス・電子回路製造業 
(18) 電気機械器具製造業 
(19) 情報通信機械器具製造業 
(20) 輸送用機械器具製造業 
(21) その他の製造業 

3 卸売業、小売業 (1) 自動車小売業 

4 サービス業 (1) 洗濯業(コインランドリー業を含む。) 
(2) 洗張・染物業 
(3) 写真業 
(4) 写真プリント、現像・焼付業 
(5) 自動車整備業 
(6) 機械修理業 
(7) 電気機械器具修理業 
(8) 商品検査業 
(9) 計量証明業 
(10) 病院 
(11) その他の医療に附帯するサービス業 
(12) 保健所 
(13) 検疫所(動物検疫所、植物防疫所を除く。) 
(14) 検査業 
(15) 高等学校、専修学校・各種学校その他の教育施設で農業、

水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う事業場又
は高等教育機関(人文科学のみに係るものを除く。) 

(16) 自然科学研究所 
(17) 他に分類されないサービス業(家畜保健衛生所に限る。) 

5 公務 (1) 国家公務・地方公務(警察、海上保安庁等における犯罪鑑識
のための検査室を設置する事業場に限る。) 

(2) 国家公務(動物検疫所又は植物防疫所に限る。) 
備考 この表に掲げる業種に属する工場又は事業場の区分は、日本標準産業分類(令和 5 年総務省告示

第 256 号)による。 
出典：「熊本県地下水保全条例施行規則」（平成 2 年熊本県規則第 56 号） 
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表 3.2-41 対象化学物質を含むものとしての要件（判定基準） 

及び排出口における特別排出基準 

対象化学物質の種類 判定基準値 
特別排水基準 

（許容限度） 

カドミウム及びその化合物 0.001mgCd/L 0.001mgCd/L 

シアン化合物 0.1mgCN/L 0.1mgCN/L 

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオ

ン、メチルジメトン及び EPN に限る。） 
0.1mg/L 0.1mg/L 

鉛及びその化合物 0.005mgPb/L 0.05mgPb/L 

六価クロム化合物 0.01mgCr(VI)/L 0.05mgCr(VI)/L 

砒素及びその化合物 0.005mgAs/L 0.01mgAs/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.0005mgHg/L 0.0005mgHg/L 

アルキル水銀化合物 0.0005mg アルキル Hg/L 検出されないこと。 

ポリ塩化ビフェニル 0.0005mg/L 0.0005mg/L 

トリクロロエチレン 0.002mg/L 0.03mg/L 

テトラクロロエチレン 0.0005mg/L 0.01mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 0.0005mg/L 0.3mg/L 

四塩化炭素 0.0002mg/L 0.002mg/L 

ジクロロメタン 0.002mg/L 0.02mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.0004mg/L 0.004mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 0.002mg/L 0.1mg/L 

1,2-ジクロロエチレン 
シス体：0.004mg/L 

トランス体：0.004mg/L 
－ 

シス-1,2-ジクロロエチレン － 0.04mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.0006mg/L 0.006mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.0002mg/L 0.002mg/L 

チウラム 0.0006mg/L 0.006mg/L 

シマジン 0.0003mg/L 0.003mg/L 

チオベンカルブ 0.002mg/L 0.02mg/L 

ベンゼン 0.001mg/L 0.01mg/L 

セレン及びその化合物 0.002mgSe/L 0.1mgSe/L 

備考 「検出されないこと。」とは、排出基準を定める省令第 2 条の規定に基づき環境大臣が定める方法

により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回る

ことをいう。 
出典：「熊本県地下水保全条例施行規則」（平成 2 年熊本県規則第 56 号）  
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ii. 地下水の水量の保全 

a.  指定地域 

熊本県では、「熊本県地下水保全条例」（平成 2 年条例第 52 号）第 25 条に基づき、地

下水の採取に伴う障害が生じ、及び生ずるおそれのある地域並びにこれらの地域と地下

水理において密接な関連を有すると認められる地域を指定地域として表 3.2-42 のとお

り指定している。 

 

表 3.2-42 水質保全に関する指定地域 

地域 市町村名 

熊本周辺地域 

熊本市（河内町の市域を除く。）、山鹿市（鹿北町、菊鹿町の市域を

除く。）、菊池市、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、御船町、嘉島

町、益城町、甲佐町及び西原村の全域 

八代地域 
八代市（坂本町、東陽町、泉町の市域を除く。）、宇城市（松橋町及

び小川町の市域）及び氷川町の全域 

玉名・有明地域 荒尾市、玉名市、熊本市（河内町の市域）、玉東町及び長洲町の全域 

天草地域 天草市のうち平成 18 年 3 月 26 日における本渡市及び五和町の全域 

出典：「熊本県地下水保全条例の指定地域の指定」（平成 22 年熊本県告示第 261 号） 

 

b.  重点地域 

指定地域の中で、特に地下水の水位が低下している地域及びこの地域と地下水理にお

いて密接な関連を有すると認められる地域を重点地域として指定している。 

重点地域は表 3.2-43 に示す 11 市町村となっており、菊陽町及び合志市も含まれる。 

 

表 3.2-43 水質保全に関する重点地域 

地域 市町村名 

熊本周辺地域 

熊本市、菊池市（旧泗水町、旧旭志村の区域に限る。）、宇土市、合

志市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町及び甲佐町

の全域 

出典：「熊本県地下水保全条例第 25 条の 2 の規定に基づく重点地域の指定」（平成 24 年熊本県告示第 1045

号） 

 

c.  地下水採取の許可 

表 3.2-44 に示す規模の揚水設備で地下水を採取する場合には、採取を開始するまで

に県知事の許可を受ける必要がある（地下水採取許可申請）。また、毎年度の採取した

地下水の量について翌年度の 4 月末日までに報告（地下水採取量報告）するとともに、

許可を受けた事項に変更が生じた場合や地下水を採取することを廃止した場合は、変更

許可申請又は届出を行う必要がある。 

なお、上記の許可の申請を行う際には、併せて「地下水使用合理化計画書」及び「地

下水涵養計画書」の提出が必要となる。 
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表 3.2-44 地下水採取の許可に係る揚水設備の規模 

地域 規模 

重点地域 

吐出口の断面積が 19cm2 を超える（口径約 5cm 以上）揚水機で地下水を

採取する場合、事前に協議のうえ、井戸の所在地である市町村に許可申

請書等を提出（ただし、採取した地下水を田畑等のかんがい用に使用す

る場合を除く。） 

重点地域外 

吐出口の断面積が 125cm2 を超える（口径約 12.8cm 以上）揚水機で地下

水を採取する場合、事前に協議のうえ、井戸の所在地が指定地域に該当

する場合は市町村に、指定地域外の場合は管轄の保健所に許可申請書等

を提出（ただし、採取した地下水を田畑等のかんがい用に使用する場合

を除く。） 

出典：「熊本県地下水保全条例」（平成 2 年熊本県条例第 52 号） 

 

d.  地下水採取届出 

表 3.2-45 に示す規模の揚水設備または自噴井戸で地下水を採取する場合には、地下

水を採取する 30 日前までに届出を行い（地下水採取届）、毎年度の採取した地下水の量

について翌年度の 4 月末日までに報告（地下水採取量報告）する必要がある。 

また、届出事項に変更が生じた場合や、地下水を採取することを廃止した場合にも届

出を行う必要がある。 

 

表 3.2-45 地下水採取届出に係る揚水設備の規模 

地域 規模 

重点地域 

吐出口の断面積が 6cm2 を超える（口径約 2.8cm 以上）揚水機また

は吐出口の断面積が 19cm2 を超える自噴井戸で地下水を採取する場

合、井戸の所在地である市町村に届出等を提出 

指定地域 
吐出口の断面積が 6cm2 を超える（口径約 2.8cm 以上）揚水機で地

下水を採取する場合、井戸の所在地である市町村に届出等を提出 

指定地域外 
吐出口の断面積が 50cm2 を超える（口径約 8cm 以上）揚水機で地下

水を採取する場合、井戸の所在地を管轄する保健所に届出等を提出 

出典：「熊本県地下水保全条例」（平成 2 年熊本県条例第 52 号） 

 

e.  水量測定器の設置 

吐出口の断面積が 50cm2 を超える（口径約 8cm 以上）揚水機で地下水を採取する場合

は、地下水採取量を把握するための水量測定器を設置しなければならない。また、設置

義務がない場合にも水量測定器の設置に努める必要がある。 

加えて、重点地域内で地下水採取の許可の対象となる揚水機で地下水を採取する場合

も、水量測定器の設置義務がある。 

なお、本事業では、地下水の揚水設備を設置する計画はない。 
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オ．土壌汚染 

土壌汚染については、「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号）に基づき、汚染が確

認された土地は、法第 6 条第 1 項に基づく要措置区域または法第 11 条第 1 項に基づく形質

変更時要届出区域に指定される。土壌汚染対策法に基づく指定区域の指定基準は表 

3.2-46 のとおりである。菊陽町及び合志市は土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質

変更時要届出区域には指定されていない。 

 

表 3.2-46 土壌汚染対策法に基づく指定区域の指定基準 

特定有害物質 
指定基準 

土壌溶出量 土壌含有量 

カドミウム及びその化合物 
検液 1L につきカドミウム 0.003mg 以下

であること。 

土壌 1kg につきカドミウム 45mg

以下であること。 

六価クロム化合物 
検液 1L につき六価クロム 0.05mg 以下で

あること。 

土壌1kgにつき六価クロム250mg

以下であること。 

クロロエチレン 検液 1L につき 0.002mg 以下 － 

シマジン 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 － 

シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。 
土壌 1kg につき遊離シアン 50mg

以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 － 

四塩化炭素 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 － 

1,2-ジクロロエタン 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 － 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 － 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 － 

1,3-ジクロロプロペン 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 － 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 － 

水銀及びその化合物 

検液 1L につき水銀 0.0005mg 以下であ

り、かつ、検液中にアルキル水銀が検出

されないこと。 

土壌 1kg につき水銀 15mg 以下で

あること。 

セレン及びその化合物 
検液 1L につきセレン 0.01mg 以下である

こと。 

土壌 1kg につきセレン 150mg 以

下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 － 

チウラム 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 － 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 － 

1,1,2-トリクロロエタン 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 － 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 － 

鉛及びその化合物 
検液 1L につき鉛 0.01mg 以下であるこ

と。 

土壌 1kg につき鉛 150mg 以下で

あること。 

砒素及びその化合物 
検液 1L につき砒素 0.01mg 以下であるこ

と。 

土壌 1kg につき砒素 150mg 以下

であること。 

ふっ素及びその化合物 
検液 1L につきふっ素 0.8mg 以下である

こと。 

土壌1kgにつきふっ素4,000mg以

下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 － 

ほう素及びその化合物 
検液 1L につきほう素 1mg 以下であるこ

と。 

土壌1kgにつきほう素4,000mg以

下であること。 

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。 － 

有機りん化合物 検液中に検出されないこと。 － 

出典：「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14 年環境省令第 29 号） 
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カ．悪臭 

「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号）に基づき、熊本県では表 3.2-47 に示すとお

り、敷地境界線における悪臭の規制基準が定められている。菊陽町及び合志市では、農用

地区域が B 地域で、その他の地域は A 地域となっている。 

対象事業実施区域は、図 3.2-3（3-74 ページ）に示すとおり、ほとんどが農用地区域と

なっていることから、B 地域が大半を占める。 

 

表 3.2-47 敷地境界線における悪臭規制基準 

・規制基準 

悪臭物質名 
大気中の許容濃度 

A 地域 B 地域 

アンモニア 1ppm 2ppm 

メチルメルカプタン 0.002ppm 0.004ppm 

硫化水素 0.02ppm 0.06ppm 

硫化メチル 0.01ppm 0.05ppm 

二硫化メチル 0.009ppm 0.03ppm 

トリメチルアミン 0.005ppm 0.02ppm 

アセトアルデヒド 0.05ppm 0.1ppm 

プロピオンアルデヒド 0.05ppm 0.1ppm 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009ppm 0.03ppm 

イソブチルアルデヒド 0.02ppm 0.07ppm 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009ppm 0.02ppm 

イソバレルアルデヒド 0.003ppm 0.006ppm 

イソブタノール 0.9ppm 4ppm 

酢酸エチル 3ppm 7ppm 

メチルイソブチルケトン 1ppm 3ppm 

トルエン 10ppm 30ppm 

スチレン 0.4ppm 0.8ppm 

キシレン 1ppm 2ppm 

プロピオン酸 0.03ppm 0.07ppm 

ノルマル酪酸 0.006ppm 0.006ppm 

ノルマル吉草酸 0.0009ppm 0.002ppm 

イソ吉草酸 0.001ppm 0.004ppm 

 

・区域区分（菊陽町及び合志市を抜粋） 

市区町村 A 地域 B 地域 

菊陽町 
農用地区域を除く全域 農用地区域 

合志市 

備考 「農用地区域」とは、農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）第 8 条第

2 項第 1 号の区域をいう。 

出典：「騒音・振動・悪臭規制区域等について」（令和 8 年 3 月閲覧、熊本県 HP） 
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キ．地盤沈下 

地盤沈下については、「工業用水法」（昭和 31 年法律第 146 号）及び「建築物用地下水の

採取の規制に関する法律」（昭和 37 年法律第 100 号）に基づき、地下水採取制限が行われ

るが、菊陽町及び合志市はいずれも指定地域となっていない。 

 

ク．産業廃棄物 

産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）

により、事業活動に伴って生じた廃棄物は分別、リサイクル等の適正な処理をする必要が

あり、事業者としての責任が以下のとおり定められている。 

・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなけ

ればならない。 

・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量

に努めなければならない。 

・事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の

施策に協力しなければならない。 

また、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）で

は、一定規模以上注 1の建設工事において、特定建設資材注 2を現場で分別解体等するととも

に、分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物について再資源化等を行うことが義務

付けられている。 

 

注）1．一定規模以上とは、工事の種類により定められており、「その他の工作物に関する工事（土木工

事等）では請負金額 500 万円以上」であり、建築物では床面積等となっている。 

2．特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コン

クリート、木材である。 
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③ その他の環境保全計画等 

ア．熊本県の環境政策 

熊本県では、県、事業者及び県民の環境創造への責務及び県の施策の基本事項を定めた

「熊本県環境基本条例」（平成 2 年熊本県条例第 49 号）を制定しており、「熊本県環境基本

条例」第 6 条に基づいた「熊本県環境基本指針」を平成 3 年に策定し、その後 10 年毎に見

直しを行っている。 

令和 3 年度には、「ゼロカーボン」を基盤とする「環境立県くまもと」の実現に向けた取

組みを推進していくため、「第四次熊本県環境基本指針注 1（令和 3～12 年度（2021～2030

年度））」とその主な施策として「第六次熊本県環境基本計画注 2（令和 3～7 年度（2021～

2025 年度））」（令和 3 年度、熊本県環境立県推進課）を策定している。 

「第四次熊本県環境基本指針」の概要は、表 3.2-48 のとおりである。 

 

注）1．快適な環境の保全を図るため、県が行う生活環境及び自然環境に関する施策の方向を示す（対象

期間：10 年間）。 

2．環境基本指針が示す施策の方向に沿って、施策項目ごとに具体的な施策の方向性、数値目標を掲

げる（対象期間：5 年間）。 

 

表 3.2-48 「第四次熊本県環境基本指針」の概要 

策定の主な考え方 

●ゼロカーボン社会の実現に向けた取組みの推進 

●ポストコロナ時代の環境負荷の軽減と経済活動を両立できる持

続可能な施策や行動の定着 

●水俣病の教訓を踏まえ、環境破壊、汚染を未然に防ぐととも

に、気候危機、大規模災害など様々なリスクに備える。 

5 つの目指すべき姿 

～2050 年県内 CO2 排出実質ゼロに向けた第１章～ 

 

①ゼロカーボン社会 

②循環型社会 

③自然共生社会 

④安全で快適な生活環境 

⑤様々なリスクに備えた社会 

取組を推進するにあた

っての考え方 

①SDGs や地域循環共生圏※1 の考え方を踏まえた課題解決 

※1：各地域が、その地域固有の資源を活かしながら、それぞれの

地域特性に応じて異なる資源を持続的に循環させる自立・分

散型のエリアを形成するという考え方 

②あらゆる主体におけるパラダイムシフト※2(変革) 

※2：常識的な考え方の枠組み（パラダイム）が、革命的、構造的

に大きく転換（シフト）すること。 

7 つの環境施策の方向 

（「第六次熊本県環境基

本計画」の主な施策） 

①ゼロカーボン社会・くまもとの推進 

②循環型社会の推進 

③熊本の恵みを未来につなぐ自然共生社会の実現 

④安全で快適な生活環境の確保 

⑤リスクに備えた社会づくりと球磨川流域における「緑の流域治

水」の推進 

⑥環境立県くまもと型未来教育 

⑦持続可能な環境の創造に向けた仕組みづくり 

出典：「第四次環境基本指針・第六次環境基本計画」（令和 3 年 7 月、熊本県） 
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イ．菊陽町の環境政策 

菊陽町では、人と環境が調和した郷土を次代に引き継ぐことを目的とし、町、住民、事

業者及び所有者の責務及び制限を定めた「菊陽町美しい町づくり条例」（平成 12 年菊陽町

条例第 38 号）を平成 12 年 10 月に制定している。 

令和 2 年には、近隣の市町村とともに「熊本連携中枢都市圏」注 1 として「2050 年温室

効果ガス排出ゼロ」を表明しており、脱炭素社会に向けた具体的な行動を示す「熊本連携

中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」（令和 3 年 3 月）注 2 に基づき、圏域一丸となってよ

り効果的に施策を進める必要がある。 

 

注）1．人口減少・少子高齢社会にあっても地域を活性化し経済を持続可能なものとするため、中心都市

と近隣市町村が連携して圏域を形成する地方自治法に基づく制度。熊本都市圏では、平成 28 年

3 月に 17 市町村（平成 31 年 3 月から 18 市町村）が連携協約を締結し、連携事業に取り組んで

いる。 

2．熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画共同策定市町村(19 市町村) 

熊本市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、

高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 

 

「第 7 期菊陽町総合計画（基本構想：令和 7 年～令和 16 年、前期基本計画：令和 7 年～

令和 11 年）」（令和 7 年 4 月、菊陽町）では、基本施策として環境保全対策の推進を掲げて

おり、その概要は表 3.2-49 に示すとおりである。 

 

表 3.2-49 「第 7 期菊陽町総合計画」における環境保全対策の推進の概要 

基本方針 

●食品ロスの削減等によるごみのさらなる減量や、処理体制の整備、不適正処理

防止の強化などに取り組みます。 

●再生可能エネルギーの利用や省エネルギー活動を促進し、熊本連携中枢都市圏

の市町村とも連携して温室効果ガス排出削減に取り組むことで、持続可能な脱

炭素社会の実現を目指します。 
  

主要施策 施策の方向性 主な施策 

循環型社

会の推進 

■熊本連携中枢都市圏において表明した「2050年温

室効果ガス排出実質ゼロ」に向けた具体的な取り

組みを進め、脱炭素社会の実現を目指します。 

■廃棄物排出の抑制や資源リサイクルの推進、自然

と調和した生活環境づくりなど、地域社会が一体

となって循環型社会の形成に取り組みます。 

■地域、事業所、学校における意識の啓発及び実践

活動を推進します。 

●熊本連携中枢都市圏市町村との連

携による脱炭素社会移行に向けた

施策の推進 

●マイバッグ使用による簡易包装化

の促進 

●グリーンカーテンの推進 

●環境美化推進員との連携 

●ごみ処理施設見学などによる啓発

活動 

ごみ、し

尿処理対

策の推進 

■広域連携により、菊池環境工場の効率的・効果的

な運営を図ります。 

■野焼きや不法投棄に対して排出者処理責任を強く

求め、防止対策のための啓発強化に努めます。 

●ごみの適正処理についてのホーム

ページ・広報紙による啓発 

●不法・不適切な野焼きや不法投棄

パトロールの実施 

環境保全

の推進 

■町民と行政が一体となった環境施策の推進を図り

ます。 

■環境保全に向けたモラルの向上と不法投棄等の監

視体制の強化に努めます。 

●各地域、団体等のクリーン作戦等

の推進 

●環境美化推進員の活動支援 

●不法投棄監視体制の充実 

出典：「第 7 期菊陽町総合計画」（令和 7 年 4 月、菊陽町）  



3-135 

（158） 

ウ．合志市の環境政策 

合志市では、郷土を愛し、自然の恵みに感謝し、人と環境が調和した健康で安全かつ快

適な生活を営むことができる郷土を次代に引き継ぐため、市、住民等、事業者及び所有者

等が一体となり、美しいまちづくりを推進し、生活環境の向上を図ることを目的とした

「合志市美しいまちづくり条例」（平成 18 年 2 月 27 日条例第 129 号）を制定している。 

「合志市総合計画 第 3 次基本構想 第 1 期基本計画」（令和 6 年 3 月、合志市）では、ま

ちづくり 6 つの基本方針を設定し、基本方針うち環境施策は「政策 4 生活環境の健幸」

に示されており、主な概要は表 3.2-50 のとおりである。 

また、合志市も菊陽町と同様に、「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」（令和

3 年 3 月、熊本市ほか）に基づき、圏域一丸となってより効果的に施策を進める必要があ

る。 

 

表 3.2-50 「合志市総合計画 第 3 次基本構想 第 1 期基本計画」における環境施策の概要 

まちづくり 6 つの 

基本方針 

(生活環境の健幸) 

市街地から農村へと広がる、恵まれた自然を維持し、緑豊かな環境と

調和した住環境の整備、脱炭素等による循環型社会の構築、水環境保

全を図りながら、安全・安心に暮らせるまちづくりを目指します。 
  

基本方針「施策」 施策の大綱 施策の柱 

施策 14 

防災・危機管理対策の

推進 

地域防災力を高め、災害・危機から市民

の生命・財産を守るまちをめざします。 

・地域防災力の強化 

・防災・消防組織体制の充実 

・危機管理体制の充実 

施策 15 

防犯・交通安全対策の

推進 

地域の防犯力を高め、市民の安全安心な

暮らしを守るまちをめざします。 

・防犯対策の充実 

・交通安全対策の推進 

・消費者教育の推進 

施策 16 

住環境の充実 

快適な住環境で豊かに暮らせるまちをめ

ざします。 

・公園など身近な住環境の整備 

・環境美化活動・屋外燃焼行為対

策の推進 

・公営住宅の充実 

・空家対策の推進 

施策 17 

水の保全・安定供給 

きれいな水をみんなで守るまちをめざし

ます。 

・地下水の保全 

・水の安定供給 

・下水道事業の安定運営 

施策 18 

廃棄物の抑制とリサイ

クルの推進 

ごみの減量と更なる資源リサイクルに取

り組むまちをめざします。 

・ごみの減量とごみ出しマナーの

改善 

・資源リサイクルの促進 

施策 19 

脱炭素・地球温暖化対

策の推進 

脱炭素、地球温暖化対策を進めるまちを

めざします。 

・脱炭素・地球温暖化対策の推進 

出典：「合志市総合計画 第 3次基本構想 第 1期基本計画」（令和 6年 3月、合志市） 
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（2）自然関係法令等 

① 自然関係法令等の指定状況の概要 

対象事業実施区域及びその周辺における自然関係法令等による指定等の状況の概要は、

表 3.2-51 に示すとおりである。 

 

表 3.2-51 自然関係法令等による指定等の状況の概要 

地域その他の対象 

指定状況 

関係法令等 
菊陽町 合志市 

対象事業
実施区域 

自 
然 
保 
護 

自然公園 

国立公園 × × × 
自然公園法 

国定公園 × × × 

県立自然公園 × × × 県立自然公園条例 

自然環境 
保全地域 

原生自然環境保全地域 × × × 
自然環境保全法 

自然環境保全地域 × × × 

自然環境保全地域 × × × 

自然環境保全条例 緑地環境保全地域 × × × 

郷土修景美化地域 ○ × × 

自然遺産 × × × 
世界の文化遺産及び自然遺産の
保護に関する条約 

緑地 
緑地保全地域 × × × 都市緑地法 

生産緑地地区 ×  × 生産緑地法 

動植物保護 

生息地等保護区 × × × 
絶滅のおそれのある野生動植物
の種の保存に関する法律 

鳥獣保護区 × × × 
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律 

特別保護地区 × × × 

休猟区 × × × 
国際的に重要な湿地
に係る登録簿に掲げ
られる湿地 

× × × 
特に水鳥の生息地として国際的
に重要な湿地に関する条約 

生息地等保護区 × × × 
野生動植物の多様性の保全に関
する条例 

文 
化 
財 
保 
護 

文化遺産 × × × 
世界の文化遺産及び自然遺産の
保護に関する条約 

特別史跡・ 
特別名勝 

国指定 × × × 
文化財保護法 

史跡・名勝 

国指定 × × × 

県指定 ○ × × 熊本県文化財保護条例 

市指定、町指定 ○ × × 
菊陽町文化財保護条例、合志市
文化財保護条例 

特別天然記念物 国指定 × × × 
文化財保護法 

天然記念物 

国指定 × × × 

県指定 ○ × × 熊本県文化財保護条例 

市指定、町指定 ○ ○ × 
菊陽町文化財保護条例、合志市
文化財保護条例 

埋蔵文化財包蔵地 ○ ○ ○ 文化財保護法 

景 
観 
保 
全 

景観計画区域 ○ ○ ○ 
景観法 

景観地区 × × × 

風致地区 × × × 都市計画法 

重要伝統的建造物群保存地区 × × × 
文化財保護法 

重要文化的景観 × × × 

国 
土 
防 
災 

保安林 ○ × × 森林法 

砂防指定地 × ○ × 砂防法 

急傾斜地崩壊危険区域 × ○ × 
急傾斜地の崩壊による災害の防
止に関する法律 

地すべり防止区域 × × × 地すべり等防止法 

土砂災害警戒区域 ○ ○ × 土砂災害警戒区域等における土
砂災害防止対策の推進に関する
法律 土砂災害特別警戒区域 ○ ○ × 

注）○：指定あり、×：指定なし 

合志市の指定状況は、図 3.2-20 等の図面で示す範囲についての指定状況である。  
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② 自然保護関係 

ア．自然公園の指定状況 

菊陽町及び合志市には、「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号）及び「熊本県立自然公

園条例」（昭和 33 年熊本県条例第 45 号）に基づく自然公園の指定はない。 

 

イ．鳥獣保護区の指定状況 

対象事業実施区域及びその周辺には、図 3.2-20 に示すとおり、「鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年法律第 88 号）に基づく鳥獣保護区として、託

麻三山鳥獣保護区（面積：610ha）が指定されている。 
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図 3.2-20 鳥類保護区の位置  

「国土数値情報（鳥獣保護区）」（令和 8 年 3 月
閲覧、国土交通省 HP）より作成 
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③ 文化財保護関係 

対象事業実施区域及びその周辺には、表 3.2-52(1)～(2)、図 3.2-21 に示すとおり、

「熊本県文化財保護条例」（昭和 51 年熊本県条例第 48 号）、「菊陽町文化財保護条例」（昭

和 53 年菊陽町条例第 16 号）及び「合志市文化財保護条例」（平成 18 年合志市条例第 98

号）に基づく文化財の指定がある。また、埋蔵文化財包蔵地を含む遺跡の位置は、図 

3.2-22 に示すとおりである。 

 

表 3.2-52（1） 文化財の指定状況 

図中 
番号 

区分 名称 所在地 指定日 

1 
県
指
定 

重要無形 
民俗文化財 

津森神宮お法使祭 
上益城郡益城町寺中
（益城町、菊陽町、
西原村に及ぶ。） 

平成 30 年 3 月 27 日 

2 馬場楠の獅子舞 菊陽町馬場楠 平成 30 年 3 月 27 日 

3 史跡 馬場楠井手の鼻ぐり 菊陽町曲手・辛川間 平成 31 年 3 月 26 日 

4 

菊
陽
町
指
定 

有形文化財 

西園寺左大臣実晴男随
宜之墓 

菊陽町古閑原 昭和 54 年 2 月 23 日 

5 下津久礼六地蔵 菊陽町下津久礼 昭和 54 年 2 月 23 日 

6 井口眼鏡橋 菊陽町井口 昭和 55 年 2 月 26 日 

7 入道水眼鏡橋 
菊陽町菊陽杉並木
公園 

昭和 55 年 2 月 26 日 

8 古閑原眼鏡橋 菊陽町古閑原 昭和 55 年 2 月 26 日 

9 上津久礼眼鏡橋 菊陽町上津久礼 昭和 55 年 2 月 26 日 

10 若宮八幡宮の鳥居 菊陽町上津久礼 昭和 60 年 5 月 15 日 

11 蘇古鶴神社の楼門 菊陽町鉄砲小路 昭和 60 年 5 月 15 日 

12 馬場楠井手の取入口 菊陽町馬場楠 平成 21 年 2 月 18 日 

13 
無形 
民俗文化財 

上津久礼の川施餓鬼 菊陽町上津久礼 昭和 54 年 2 月 23 日 

14 

史跡 

今石城跡 菊陽町下津久礼 昭和 54 年 2 月 23 日 

15 今石横穴群 菊陽町下津久礼 昭和 54 年 2 月 23 日 

16 六道塚古墳 菊陽町辛川 昭和 54 年 2 月 23 日 

17 南郷往還跡 菊陽町道明 昭和 54 年 2 月 23 日 

18 

天然記念物 

入道水菅原神社の楠 菊陽町入道水 昭和 55 年 7 月 1 日 

19 下津久礼日吉神社の楠 菊陽町下津久礼 昭和 55 年 7 月 1 日 

20 下津久礼日吉神社の銀杏 菊陽町下津久礼 昭和 55 年 7 月 1 日 

21 鉄砲小路鳥栖家の木斛 菊陽町鉄砲小路 昭和 55 年 7 月 1 日 

22 鈴木重俊氏宅の木斛 菊陽町上津久礼 昭和 55 年 7 月 1 日 

23 
合
志
市
指
定 

有形文化財 

厳照寺の板碑群、石幢 合志市竹迫 平成 25 年 3 月 14 日 

24 竹迫日吉神社楼門 合志市豊岡 昭和 63 年 7 月 26 日 

25 竹迫日吉神社社殿 合志市豊岡 昭和 63 年 7 月 26 日 

26 
有形 
民俗文化財 

虚空蔵さん 合志市上庄 昭和 53 年 3 月 31 日 
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表 3.2-52（2） 文化財の指定状況 

図中 
番号 

区分 名称 所在地 指定日 

27 

合
志
市
指
定 

無形 
民俗文化財 

竹迫観音祭 合志市竹迫 昭和 53 年 3 月 31 日 

28 高千穂神楽 合志市上庄 昭和 53 年 3 月 31 日 

29 史跡 桑鶴遺跡 合志市福原 昭和 53 年 3 月 31 日 

30 史跡 医音寺跡 合志市竹迫 昭和 53 年 3 月 31 日 

31 史跡 御手洗遺跡 合志市幾久富 昭和 53 年 3 月 31 日 

32 史跡 竹迫城跡 合志市上庄 昭和 49 年 11 月 7 日 

33 史跡 豊岡宮本横穴群 合志市豊岡 平成 17 年 5 月 27 日 

34 史跡 木瀬遺跡 合志市上庄 昭和 53 年 3 月 31 日 

35 天然記念物 天神平の樟 合志市上庄 平成 14 年 8 月 21 日 

注）図中番号は、図 3.2-21 に対応する。 

出典：「熊本県文化財一覧」（令和 8 年 3 月閲覧、熊本県 HP） 

「熊本県文化財保護条例の規定により県指定史跡名勝天然記念物指定」（昭和 34 年熊本県告示第 26 号） 

「指定文化財等一覧」（令和 8 年 3 月閲覧、菊陽町 HP） 

「菊陽の文化財」（令和 2 年 3 月、菊陽町） 

「合志市文化財マップ」（令和 2 年 10 月、合志市） 
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注）図中の番号は、表 3.2-52(1)～(2)に対応する。 

  
図 3.2-21 指定文化財の位置  

「菊陽の文化財」（令和 2 年 3 月、菊陽町） 
「合志市文化財マップ」（令和 2 年 10 月、合志
市）より作成 
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図 3.2-22 遺跡の位置 

「熊本県遺跡地図データ」（令和 8f 年 3 月閲覧、
熊本県 HP）より作成 
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④ 景観保全関係 

「景観法」（平成 16 年法律第 110 号）第 8 条及び「熊本県景観条例」（昭和 62 年熊本県

条例第 7 号）第 6 条に基づき、熊本県景観計画を定めている。 

景観計画区域は、熊本県全域（景観行政団体である市町村の区域及び熊本県景観条例第

20 条の規定により指定した地域を除く。）となっており、景観形成地域注 1 と特定施設届出

地区注 2 が定められており、対象事業実施区域周辺における景観形成地域及び特定施設届出

地区は表 3.2-53 に示すとおりである。 

 

注）1．景観形成地域は、県土の景観形成上、重要な地域を景観形成地域として定める。 

2．特定施設届出地区は、建築物、工作物等が集積し、又は集積するおそれがある区域のうち、景観

形成を図る必要があると認められる幹線道路の沿道の区域を特定施設届出地区として定める。 

 

表 3.2-53 熊本県景観計画地域・地区（対象事業実施区域周辺抜粋） 

区分 地域名・路線名 区域の範囲 

景観形成地域 熊本空港周辺景観形成地域 

大字 

〃 

〃 

〃 

辛川 

馬場楠 

曲手 

戸次 

の一部 

〃 

〃 

〃 

特定施設届出地区 

国道 57 号 路端から両側 20m 以内 

国道 443 号 同上 

県道住吉熊本線 同上 

県道辛川鹿本線バイパス 同上 

県道曲手原水線バイパス 同上 

都市計画道路保田窪菊陽線 
同上（ただし、熊本空港周

辺景観形成地域を除く。） 

菊陽町道菊陽空港線 同上 

出典：「熊本県景観計画」（令和 6 年 3 月変更、熊本県） 

 

また、熊本県では、「屋外広告物法」（昭和 24 年法律第 189 号）に基づき「熊本県屋外広

告物条例」（昭和 39 年熊本県条例第 66 号）を定めており、地域による規制や物件による規

制が行われている。 

対象事業実施区域周辺では、図 3.2-23 のとおり、阿蘇くまもと空港周辺及び一般国道

325 号、443 号、国体道路の一部は、熊本県屋外広告禁止区域の第 2 種禁止区域であり、

JR 豊肥本線、九州縦貫自動車道、一般国道 57 号、県道熊本菊陽線、県道曲手原水線など

は、第 3 種禁止区域に指定されている。 
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内図版等の地域別の面積基準 

広告物種類 

 

禁止種別 

道  標 案内図版 電柱利用 

第 1種禁止区域 
・1 物件につき 1m2 内 

・高さ 3m 以下 

・1物件につき 1m2以内 

・高さ 3m以下 

表示又は掲出できな

い 

第 2種禁止区域 ・1 物件につき 2m2 内 

・高さ 5m 以下 

2 つ共同/3m2 以内 

3 つ以上共同/5m2 内 

・1物件につき 5m2以内 

・高さ 5m以下 

同上 

第 3種禁止区域 

第 4種禁止区域 

近隣の施設又は事業

所の誘導に限る 

 
出典：「屋外広告物条例規制概要図」（令和 7 年 3 月、熊本県） 

「屋外広告物のしおり」（令和 4 年、熊本県） 

 

 

⑤ 国土防災関係 

対象事業実施区域周辺には、図 3.2-24 に示す「森林法」（昭和 26 年法律第 249 号）に

基づく保安林の指定がある。 

対象事業実施区域周辺には、「地すべり等防止法」（昭和 33 年法律第 30 号）に基づく地

すべり防止区域はないが、図 3.2-25 に示す「砂防法」（明治 30 年法律第 29 号）に基づく

砂防指定地、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和 44 年法律第 57 号）

に基づく急傾斜地崩壊危険区域、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律」（平成 12 年法律第 57 号）に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区

域の指定がある。 

なお、対象事業実施区域はいずれにも指定されていない。 

  

図 3.2-23 熊本県屋外広告物条例規制概要図（対象事業実施区域周辺抜粋） 
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図 3.2-24 保安林の指定状況  

「国土数値情報(森林地域）」（令和 8 年 3 月、国
土交通省 HP）より作成 
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図 3.2-25 国土防災に係る指定地等 

「土砂災害情報マップ」（令和 8 年 3 月閲覧、熊
本県 HP）より作成 


